
洛
中
の
土
地
支
配
と
地
口
銭
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馬

田

綾

子

【
要
約
】
　
洛
中
に
賦
課
さ
れ
た
地
口
銭
は
、
南
北
朝
期
以
降
に
は
そ
の
例
を
数
多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
地
口

銭
の
賦
課
・
徴
収
方
法
の
追
求
を
通
し
て
、
幕
府
・
荘
園
領
主
に
よ
る
土
地
支
配
と
、
そ
れ
を
媒
介
と
す
る
都
市
一
般
住
民
1
1
「
百
姓
」
の
支
配
を
明
ら

か
に
し
ょ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
地
口
銭
は
洛
中
に
居
住
す
る
「
百
姓
」
に
対
し
て
賦
課
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
洛
中
の
土
地
を
集
積
す
る
荘
園
領
主
と
、
そ
こ
に
居
住
す
る
「
百

姓
」
の
利
害
は
、
地
口
銭
免
除
を
受
け
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
一
致
す
る
。
通
常
、
荘
園
領
主
は
自
己
の
所
領
を
書
き
上
げ
た
洛
中
散
在
敷
地
注
文
を

室
町
幕
府
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
口
銭
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
康
正
二
（
一
四
五
六
）
年
・
長
禄
二
（
一
四
五
八
）
年
の

地
口
銭
免
除
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
時
、
荘
園
領
主
は
幕
府
に
よ
る
「
百
姓
」
か
ら
の
直
接
徴
収
を
避
け
る
た
め
に
、
講
負
い
に
よ
る
地
口
銭
納
入
を
望

ん
だ
。
さ
ら
に
、
応
仁
・
文
明
の
乱
後
は
、
洛
中
所
領
再
編
成
の
必
要
か
ら
、
荘
園
領
主
も
「
百
姓
」
支
配
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
六
〇
巻
四
号
　
一
九
七
七
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
室
町
時
代
の
臨
時
課
税
と
し
て
は
、
段
銭
・
棟
別
銭
と
共
に
地
口
銭
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
う
ち
一
国
平
均
役
で
あ
る
段
銭
に
つ

い
て
は
、
室
町
幕
府
権
力
の
再
検
討
の
中
か
ら
、
あ
る
い
は
守
護
領
国
制
論
へ
の
批
判
の
中
か
ら
い
く
つ
か
の
研
究
が
発
表
さ
れ
、
そ
の
実
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
棟
別
銭
・
地
口
銭
の
実
態
は
、
ま
だ
充
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
う
ち
棟
鋼
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
必
ず
し
も
都
市
に
の
み
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
地
口
銭
は
都
市
に
お
い
て
の
み
そ
の
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
と
こ
ろ
で
室
町
幕
府
に
よ
る
都
市
支
配
に
関
し
て
は
、
す
で
に
佐
藤
進
一
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
包
括
的
な
見
通
し
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
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こ
で
の
佐
藤
氏
の
視
角
は
、
王
朝
本
所
権
力
の
実
体
的
な
支
え
と
な
っ
て
い
た
京
都
を
中
心
と
す
る
政
治
経
済
機
構
の
解
体
、
具
体
的
に
は
検

非
違
使
庁
の
解
体
と
そ
れ
に
代
る
べ
き
幕
府
支
配
機
構
の
整
備
を
指
標
と
し
て
、
将
軍
権
力
の
確
立
過
程
を
考
察
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
警
察
↓
治
安
↓
土
地
に
関
す
る
行
政
・
裁
判
↓
債
務
闘
係
の
裁
判
↓
特
定
商
人
へ
の
課
税
と
い
う
順
序
で
進
行
す
る
幕
府
の
京

都
市
政
権
獲
得
の
過
程
は
、
そ
の
ま
ま
幕
府
の
「
公
権
」
と
し
て
の
定
着
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
幕
府
に
よ
る
京
都
市
政
権
獲
得
の
最
終
段
階

に
位
置
づ
け
ら
れ
た
特
定
商
人
へ
の
課
税
は
、
明
徳
四
（
＝
二
九
三
）
年
の
「
洛
中
辺
土
散
在
土
倉
井
酒
屋
役
条
々
偏
で
あ
る
。
そ
れ
は
公
家
・

社
寺
等
の
支
配
下
に
あ
っ
た
酒
屋
・
土
倉
に
対
す
る
課
税
徴
収
権
を
否
定
し
、
同
時
に
酒
屋
・
土
倉
役
の
徴
収
と
い
う
、
幕
府
財
政
の
整
備
の

一
環
と
し
て
位
置
づ
け
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
し
か
し
、
納
直
方
一
衆
と
い
う
一
種
の
座
組
結
合
を
通
し
て
の
課
税
の
ほ
か
に
、
洛
中
を
対
象
と
し
て
賦
課
さ
れ
た
地
口
銭
が
広
範
に
見
出

さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
、
紛
れ
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
座
的
結
合
を
媒
介
と
し
な
い
都
市
課
税
の
存
在
は
、
幕
府
に
よ
る
京
都
支
配

の
持
つ
も
う
＝
カ
の
側
面
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
地
口
銭
の
賦
課
対
象
は
、
洛
中
に
居
住
し
主
と
し
て
商
工
業
を
営
ん
で
い
た
一
般
住
民
1
1
「
百
姓
」
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
日
常
的
に
は
荘
園

領
主
を
始
め
と
す
る
土
地
所
有
老
に
対
し
て
、
地
子
銭
を
納
入
す
る
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
百
姓
」
に
対
す
る
支
配
の
あ
り
方
を
検

討
す
る
こ
と
は
、
幕
府
な
ら
び
に
荘
園
領
主
に
よ
る
都
市
支
配
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
再
び
注
目
を
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

め
つ
つ
あ
る
都
市
共
同
体
の
性
格
を
考
察
す
る
上
で
も
、
不
可
欠
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
都
市
課
税
と
し
て
の
地
口

銭
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
免
除
・
徴
収
の
あ
り
方
の
究
明
を
通
し
て
、
　
「
百
姓
」
支
配
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

　
①
田
沼
睦
氏
「
公
田
段
銭
と
守
護
領
圏
」
（
『
書
陵
部
紀
要
』
一
七
号
）
・
「
中
世
的
　
　
お
け
る
段
銭
制
度
の
確
立
」
（
『
日
本
史
研
究
臨
一
六
七
号
）
ほ
か
。

　
　
公
田
体
禰
の
成
立
と
展
開
」
（
『
書
陵
部
紀
要
』
二
一
号
）
、
百
瀬
今
朝
雄
氏
「
段
銭
　
　
　
　
②
　
た
と
え
ば
、
代
表
的
な
山
間
部
荘
園
で
あ
る
山
城
国
久
多
庄
に
お
い
て
も
、
長

　
　
考
」
（
宝
月
圭
吾
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
唐
本
社
会
経
済
史
研
究
中
世
編
』
所
収
）
、
　
　
　
　
禄
望
年
に
練
別
銭
が
収
納
さ
れ
て
い
る
（
「
岡
田
浩
佐
氏
所
蔵
文
書
」
長
禄
三
年
十

　
　
市
原
陽
子
氏
「
室
町
晴
代
の
段
銭
に
つ
い
て
i
主
と
し
て
幕
府
段
銭
を
中
心
に
　
　
　
　
　
一
月
三
日
号
久
多
多
棟
別
銭
請
取
）
。

　
　
－
」
（
『
鷹
史
学
研
究
』
四
〇
四
・
四
〇
五
号
）
、
小
林
保
夫
氏
「
室
町
幕
府
に
　
　
③
棟
別
銭
の
性
格
究
明
じ
た
い
い
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
稿
と
の
関
わ
り
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で
い
え
ば
、
都
市
課
税
と
し
て
の
棟
別
銭
・
地
口
銭
の
関
係
の
解
明
が
今
後
の
諜

　
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

④
　
「
室
町
幕
府
論
」
（
旧
版
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
中
世
3
』
所
収
）

⑤
桑
山
浩
然
氏
「
室
町
青
島
経
済
機
構
の
一
考
察
…
1
納
回
方
・
公
方
御
倉
の
機

　
能
と
成
立
1
」
（
『
史
学
雑
誌
』
七
三
一
九
）

⑥
網
野
善
彦
氏
は
、
都
箭
一
般
住
畏
を
「
地
百
姓
」
と
概
念
化
さ
れ
て
い
る
（
「
中

　
世
都
市
論
」
『
岩
波
講
座
　
日
本
歴
史
中
世
3
』
所
収
）
。
し
か
し
、
氏
が
そ
の

　
典
拠
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
史
料
は
い
ず
れ
も
土
地
栢
論
関
係
文
書
で
あ
り
、
そ
こ

　
で
の
呼
称
を
そ
の
ま
ま
一
般
化
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
感
じ
る
。
む
し
ろ
、
個
々

　
の
住
民
じ
た
い
を
指
す
語
は
「
百
姓
」
で
あ
っ
て
、
土
地
を
媒
介
と
し
て
そ
の
住

　
蝿
を
と
ら
え
る
と
き
に
「
地
百
姓
」
の
語
が
使
用
さ
れ
た
と
考
え
る
方
が
、
適
当

　
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
よ
り
広
く
見
出
す
こ
と
の
で
き

　
る
「
否
姓
」
を
、
都
市
の
住
矯
一
般
を
表
現
す
る
語
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
し

　
た
い
。

⑦
脇
田
晴
子
氏
「
日
本
中
世
都
市
の
構
造
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
三
九
・
一
四
〇

　
号
）
・
「
中
世
後
期
京
都
の
土
地
所
有
に
つ
い
て
」
　
（
永
原
慶
二
奨
編
『
戦
国
期
の

　
権
力
と
社
会
』
所
収
）
、
小
西
瑞
恵
氏
「
地
主
神
の
祭
礼
と
大
山
崎
惣
町
共
同
体
」

　
（
『
日
本
史
研
究
』
一
穴
穴
号
）
、
と
く
に
脇
田
氏
の
後
者
の
論
文
は
、
土
地
所
有

　
の
問
題
を
通
じ
て
の
都
市
と
農
村
と
の
関
連
、
な
ら
び
に
法
華
一
揆
の
前
提
と
な

　
る
京
都
市
民
の
土
地
所
有
権
の
解
明
と
い
う
視
角
を
持
っ
て
お
り
、
多
く
の
示
唆

　
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
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一
、
地
口
銭
の
基
本
的
性
格

　
律
令
国
家
の
都
城
と
し
て
営
ま
れ
た
平
安
京
は
、
主
と
し
て
貴
族
官
人
層
の
居
住
を
目
的
と
し
、
室
内
の
宅
地
に
対
す
る
国
家
的
課
税
は
免

除
さ
れ
て
い
た
も
の
と
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
荘
園
制
の
発
達
に
伴
っ
て
平
安
京
が
都
市
と
し
て
独
自
に
機
能
す
る
段
階
に
至
る

と
、
京
内
の
土
地
は
居
住
地
と
し
て
の
機
能
に
加
え
て
、
そ
こ
で
商
工
業
が
営
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
土
地
所
有
者
に
対
し
て
一
定
の
剃
余

を
生
み
出
す
経
済
基
盤
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
。
室
町
時
代
に
数
多
く
み
ら
れ
る
地
口
銭
は
、
こ
う
し
た
剰
余
を
権
力
に
よ
っ
て
上
か

ら
吸
収
す
る
た
め
に
創
設
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
地
口
銭
は
文
字
通
り
土
地
の
間
口
ご
と
に
一
定
の
基
準
で
賦
課
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
発
生
に
つ
い
て
は
全
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
本
章
で
は
史
料
上
確
認
で
き
る
鎌
倉
末
期
以
降
に
限
っ
て
、
地
口

銭
の
性
格
を
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
洛
中
に
対
し
て
地
口
銭
が
賦
課
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
元
亨
二
（
一
三
二
二
）
年
で
あ
る
。

東
寺
領
八
条
院
町
口
別
棟
別
可
被
停
止
非
分
催
促
事



　
副
進

　
　
蓬
院
寛
轟
舗
事

　
　
一
通
庁
禦
菱
翻
襖
小
課
役
事

右
、
院
町
者
、
去
正
和
二
年
、
限
未
来
際
、
被
害
附
子
当
寺
之
間
、
所
被
宛
行
鎮
守
八
幡
毎
月
問
答
講
井
二
季
勧
学
会
新
等
也
、
伍
被
免
除
大
小
課
役
之

旨
、
文
保
元
年
覆
下
凹
面
畢
雲
門
華
、
始
、
或
福
稲
藥
・
別
、
或
称
契
仏
造
営
之
棟
別
、
加
商
業
間
、
件
院
町
御
寄
附
以
後
、
再
度
不

雄
琴
此
之
催
促
、
就
中
、
於
東
寺
前
罪
之
地
等
者
、
往
古
以
来
曾
無
先
例
之
由
、
重
々
依
加
問
答
、
難
未
遂
其
節
、
借
悪
事
儀
、
寺
家
若
致
微
々
之
沙
汰
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

定
可
有
非
分
風
蘭
籠
敷
、
若
書
者
、
御
願
之
陵
廃
、
獺
認
可
在
金
轡
、
早
可
絶
向
後
之
煩
累
、
被
申
下
　
論
旨
、
可
被
全
盤
重
之
御
願
旨
、
欲
被
下
　
院
宜
　

洛中の土地支配と地口銭（馬田）

元
亨
二
年
の
初
頭
、
東
寺
領
八
条
院
町
（
以
下
、
院
町
と
略
す
）
に
対
し
て
、
　
「
五
号
稲
荷
祭
口
書
、
或
魔
羅
大
仏
造
営
之
棟
別
」
し
て
催
促
が

加
え
ら
れ
た
。
東
寺
は
、
院
町
が
正
和
二
（
＝
三
三
）
年
に
後
宇
多
上
皇
よ
り
施
入
さ
れ
て
以
来
、
地
口
銭
・
棟
別
銭
等
の
「
大
小
課
役
」

が
免
除
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
さ
ら
に
「
於
東
寺
進
止
之
地
等
温
、
往
古
以
来
曾
無
先
例
」
い
こ
と
を
理
由
に
、
催
促
停
止
を
命
じ
る
論
旨
が
下

さ
れ
、
後
宇
多
上
皇
の
意
志
が
全
う
さ
れ
る
よ
う
、
院
宣
が
下
さ
れ
ん
こ
と
を
願
い
出
た
。
こ
の
申
状
の
結
末
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
の

事
件
か
ら
地
口
銭
・
棟
別
銭
等
の
諸
課
役
が
、
元
亨
二
年
以
前
に
そ
の
成
立
を
み
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
東
寺
の
場
合
に
は
、
後
宇

多
上
皇
に
よ
る
施
入
以
来
、
一
貫
し
て
免
除
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
「
稲
荷
祭
口
別
」
じ
た
い
性
格
を
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
晦
・
洛
中
に
対
す
る
諸
課
役
の
賦
課
．
免
除
の
権
限
が
・
こ
の
時
点
で
は
公
護
楚
握
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。　

鎌
倉
時
代
に
地
口
銭
が
賦
課
さ
れ
た
こ
と
の
証
左
は
こ
れ
以
外
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
南
北
朝
期
以
降
に
は
数
多

く
の
実
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
地
口
銭
の
粗
度
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
室

町
幕
府
の
成
立
で
あ
ろ
う
。
京
都
に
幕
府
が
開
設
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
家
政
権
の
＝
劇
的
把
握
と
な
っ
て
い
た
京
都
市
政
権
も
、
幕
府

の
介
入
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
室
町
幕
府
成
立
以
後
の
地
口
銭
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。
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応
安
元
（
郡
山
六
八
）
年
の
事
例
で
は
、
法
勝
寺
造
営
料
地
口
銭
に
関
し
て
、
長
講
堂
寺
官
・
長
講
堂
衆
の
訴
え
に
よ
り
、
武
家
に
対
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

そ
の
処
置
を
命
ず
る
論
旨
が
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
地
口
銭
の
賦
課
・
免
除
の
最
終
的
権
限
は
公
家
政
権
に
握
ら
れ
て
い
た
も
の

の
、
そ
の
実
際
の
徴
収
は
室
町
幕
府
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
幕
府
の
地
口
銭
徴
収
へ
の
関
与
は
、
す
で
に
延
文

五
（
一
三
六
〇
）
年
の
事
例
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
院
町
に
賦
課
さ
れ
た
地
口
銭
に
関
し
て
、
菓
寺
は
「
公
方
奉
行
」
を
通
じ
て
免
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
交
渉
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
三
貫
文
の
礼
銭
の
納
入
を
条
件
と
し
て
、
地
口
銭
が
免
除
さ
れ
た
。
こ
こ
で
の
折
衝
の
経
過
は
各
々
の
地
口

銭
に
対
す
る
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
の
ち
ほ
ど
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
幕
府
の
洛
中
に
お
け
る
諸
課
役
徴
収
へ
の
介
入
は
、
棟
別
銭
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
　
『
関
守
記
』
に
よ
れ
ば
、
貞
治
六
（
一
三
六
七
）
年
、

但
馬
入
道
道
仙
が
療
病
院
を
建
て
る
費
用
を
得
る
た
め
に
唐
船
を
渡
す
こ
と
に
な
り
、
そ
の
船
を
造
立
す
る
費
用
と
し
て
洛
中
で
十
文
ず
つ
の

棟
別
銭
が
微
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
棟
別
銭
徴
収
を
許
可
す
る
に
当
た
っ
て
論
旨
が
出
さ
れ
た
徴
証

が
あ
り
、
さ
ら
に
「
武
家
使
者
小
舎
人
」
が
立
ち
合
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
中
原
家
で
は
従
来
か
ら
免
除
の
特
権
を
得
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

た
た
め
か
、
こ
の
棟
別
銭
の
納
入
に
応
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
諸
課
役
の
賦
課
・
免
除
の
最
終
的
権
限
を
公
家
政
権
が
持
ち
、

そ
の
も
と
で
幕
府
が
徴
収
に
携
わ
る
と
い
う
形
態
を
見
凪
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
室
町
幕
府
成
立
以
後
は
、
公
塚
政
権
が
洛
中
に
お
け
る
諸
課
役
の
賦
課
・
免
除
の
最
終
的
権
限
を
保
持
し
つ
つ
も
、
幕
府
が

そ
の
も
と
で
実
際
の
徴
収
に
当
た
る
と
い
う
方
式
が
と
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
南
北
朝
末
期
に
は
、
幕
府
は
そ
の
賦
課
・
免
除
権
を
も
掌
握
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
（
端
裏
啓
）

　
　
「
東
寺
領
散
在
敷
地
々
口
免
除
状
斎
藤
四
郎
右
衛
門
尉
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
基
兼
筆
、
以
下
同
ジ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
き
と
勘
申
候
、
念
存
候
」

　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
誠
目
出
候
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
「
給
洪
了
」
　
　
　
　
　
「
不
能
左
右
候
」
　
　
〈
＼
　
　
「
可
被
申
候
」

　
東
寺
領
散
在
地
山
用
途
被
免
除
之
粋
事
、
無
相
違
申
御
沙
汰
之
条
、
殊
以
臼
出
挙
、
寺
領
目
録
．
一
需
随
進
候
、
可
被
益
含
公
人
中
哉
、
委
細
御
雑
掌
参
申
入

　
　
　
　
へ

　
候
敷
、
恐
々
謹
雷
、
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藤
三
三

　
　
三
月
二
日

　
（
基
兼
）

斎
藤
殿

（
斎
藤
）

「
基
兼

（
増
長
院
）

　
義
宝

（
花
押
）
」

（
花
押
）

⑥

洛中の土地支配と地口銭（馬田）

　
東
寺
は
斎
藤
基
兼
を
仲
介
と
し
て
地
口
銭
が
免
除
さ
れ
る
よ
う
交
渉
し
た
。
こ
の
文
書
は
そ
の
処
置
に
つ
い
て
述
べ
た
増
長
院
百
薬
の
書
状

な
ら
び
に
基
兼
の
勘
返
状
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
地
口
銭
免
除
を
受
け
る
た
め
に
「
寺
領
目
録
」
を
基
兼
の
も
と
に
提
出
し
て
い
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
目
録
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
土
地
の
地
口
銭
の
免
除
が
、
実
際
の
徴
収
に
当
た
る
公
人
中
に
対
し
て
指
示
さ
れ
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
寺
領
目
録
」
は
現
存
し
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
心
落
徳
元
（
＝
二
八
一
）
年
以
降
に
見
ら
れ
る
東
寺
領
洛
中
散
在
敷
地

　
⑦

注
文
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
洛
中
散
在
敷
地
注
文
を
幕
府
へ
提
出
す
る
こ
と
は
、
東
寺
の
み
な
ら
ず
一
般
の

公
家
・
寺
社
に
と
っ
て
、
地
口
銭
免
除
を
受
け
る
た
め
に
は
必
要
不
可
欠
の
条
件
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
康
暦
二
年
の
時
点
に
お
い
て
、

幕
府
が
地
口
銭
免
除
に
関
す
る
最
終
的
権
限
を
掌
握
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
文
書
の
端
裏
書
に
「
策
寺
領
散
在
敷
地
々

口
免
除
状
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
東
寺
側
で
は
幕
府
を
事
実
上
の
免
除
主
体
と
見
散
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
洛
中
散
在
敷
地
注
文
そ
の
も
の
は
、
永
徳
元
年
以
降
は
数
多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
（
表
1
注
文
欄
・
蓑
2
参
照
）
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
幕
府
に

対
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
地
口
銭
の
免
除
権
が
幕
府
へ
移
行
し
た
こ
と
を
間
接
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

永
徳
二
（
ご
二
八
二
）
年
に
管
領
斯
波
義
将
の
奉
書
に
よ
っ
て
稲
荷
地
口
銭
の
催
促
停
止
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
直
接
的
に
示
す

も
の
で
あ
る
。
同
じ
く
臨
時
課
税
で
あ
る
段
銭
の
賦
課
・
免
除
権
が
、
南
北
朝
末
期
の
こ
の
時
期
に
公
家
政
権
か
ら
幕
府
へ
と
移
行
し
た
こ
と

を
考
え
合
わ
せ
る
と
き
、
地
口
銭
の
事
例
は
公
家
政
権
と
幕
府
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
も
興
味
深
い
。
　
た
と
え
ば
、
嘉
慶
二
（
二
一
天
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

年
に
は
、
祇
園
社
に
対
し
て
段
銭
・
地
口
銭
を
含
む
諸
役
免
除
の
足
利
義
満
御
判
御
教
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
臨
時
諸

課
役
の
賦
課
・
免
除
権
が
公
家
政
権
か
ら
幕
府
へ
と
移
行
し
た
こ
と
を
端
的
に
示
す
と
同
時
に
、
臨
時
諸
課
役
相
互
の
間
に
、
何
ら
か
の
連
関
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が
あ
っ
た
こ
と
を
も
想
定
せ
し
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
、
東
寺
に
よ
る
地
口
銭
の
納
入
状
況
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
す
で
に
元
亨
二
年
の
例
で
み
た
よ
う
に
、
東
寺
は
往
古
よ
り
免

除
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
理
由
に
、
地
口
銭
の
催
促
停
止
を
申
請
し
て
い
る
。
一
般
に
東
寺
か
ら
の
免
除
申
請
は
、
種
々
の
折
衝
を
経
な
が
ら
も

基
本
的
に
は
承
認
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
表
1
コ
入
状
況
参
照
）
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
嘉
慶
二
（
＝
二
八
八
）
年
に
嵯
峨
法
華
堂
修
造
地
口
銭

の
催
促
が
な
さ
れ
た
。
東
寺
は
「
於
寺
領
者
、
自
往
古
免
除
」
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
理
由
に
、
幕
府
に
対
し
て
地
口
銭
の
催
促
を
停
止
す
る
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

教
書
を
願
っ
て
申
状
を
し
た
た
め
た
。
こ
の
申
状
は
、
東
寺
奉
行
飯
尾
為
清
を
通
し
て
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
ら
し
い
。
こ
の
年
も
洛
中
散
在
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

地
注
文
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
申
状
と
共
に
幕
府
へ
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
東
寺
の
免
除
申
請
は
幕
府
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

三
月
一
九
臼
付
で
「
任
先
例
、
可
止
催
促
」
き
旨
の
書
状
が
、
飯
尾
為
清
よ
り
松
田
対
馬
守
に
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
東
寺
に
よ
る

地
口
銭
免
除
の
申
請
は
、
そ
れ
ま
で
に
納
入
し
た
と
い
う
先
例
が
な
か
っ
た
こ
と
を
根
拠
に
な
さ
れ
、
幕
府
も
ま
た
東
寺
の
申
請
理
由
を
そ
の

ま
ま
承
認
し
、
地
口
銭
の
催
促
を
停
止
し
た
。

　
そ
の
意
味
で
、
康
正
二
（
一
四
五
六
）
年
の
造
内
裏
地
口
銭
の
徴
収
は
、
そ
れ
ま
で
一
貫
し
て
免
除
を
認
め
ら
れ
て
き
た
東
寺
に
と
っ
て
は
、

そ
の
免
除
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
大
き
な
衝
撃
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
年
の
幕
府
に
よ
る
地
口
銭
徴
収
の
様
相
は
、
史
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

的
制
約
に
よ
り
詳
し
く
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
岡
時
に
賦
課
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
棟
別
銭
に
関
し
て
は
、
そ
の
徴
収
に
当
た
っ
て

幕
府
が
洛
中
の
検
注
に
乗
り
出
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
　
『
斎
藤
基
盤
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
四
月
三
日
、
洛
中
洛
外
の
棟
別
銭
の
惣
奉
行

と
し
て
、
飯
尾
洪
恩
（
途
中
で
飯
尾
為
業
と
交
代
）
・
布
施
貞
基
の
二
名
が
決
定
さ
れ
た
。
つ
い
で
、
右
筆
方
奉
行
人
を
く
じ
に
よ
っ
て
二
名
ず
つ

八
組
に
分
け
、
そ
の
各
々
に
侍
所
被
官
一
名
を
加
え
た
計
三
名
で
、
語
々
の
棟
数
の
検
注
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
奉
行
人
を
八
組
に
分
け
る

と
い
う
の
は
、
洛
中
を
街
路
ご
と
に
八
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
、
そ
の
範
囲
を
各
組
が
そ
れ
ぞ
れ
責
任
を
持
っ
て
検
注
を
行
う
こ
と
を
意
味
す

　
　
　
　
　
⑭

る
の
で
あ
ろ
う
。
棟
別
銭
の
額
は
一
宇
別
百
文
で
、
そ
の
送
状
に
は
欝
欝
奉
行
と
常
恩
・
貞
基
が
加
判
し
、
公
方
御
倉
に
納
入
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
い
っ
ぽ
う
洛
外
の
場
合
に
は
、
領
主
に
命
じ
て
納
入
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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東
寺
領
に
お
い
て
今
回
の
棟
別
銭
・
地
口
銭
の
納
入
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
掲
げ
る
と
、
上
表

の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
ほ
か
後
の
史
料
に
「
康
正
二
年
造
内
裏
事
例
、
境
内
井
散
在
屋
地
、
五
千
疋
以
請
口
、

御
沙
汰
了
」
と
あ
り
、
境
内
な
ら
び
に
散
在
の
屋
地
分
の
地
口
銭
と
し
て
、
五
千
疋
を
請
口
で
納
入
し
た
こ
と

　
　
　
　
　
⑮

も
確
認
で
き
る
。
こ
の
請
口
と
い
う
の
は
、
実
際
の
間
口
丈
数
を
基
準
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
東
寺
に
よ
る

一
種
の
請
負
い
で
あ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
棟
別
銭
の
た
め
の
洛
中
の
検
注
と
、
地
口
銭
の
納
入
と
が
ど
の
よ
う

な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
植
松
庄
の
よ
う
に
棟
別
銭
・
地
口
銭
の
両
方
を
納

入
し
て
い
る
事
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
年
、
地
口
銭
・
棟
別
銭
の
両
方
が
賦
課
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
植
松
庄
を
始
め
と
し
て
、
通
常
、
洛
中
散
在
敷
地
注
文
に
記
載
さ
れ
な
い
（
し
た
が
っ
て
地

口
銭
の
賦
課
対
象
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
）
柳
原
な
ら
び
に
唐
橋
通
、
西
七
条
五
ヵ
村
か
ら
地
口
銭
を
納

入
し
て
い
る
こ
と
は
、
今
回
の
地
口
銭
の
賦
課
範
囲
が
従
来
と
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か

し
、
洛
中
に
お
い
て
も
広
く
地
口
銭
の
徴
収
を
み
た
こ
と
は
、
　
「
康
正
二
年
造
内
裏
段
銭
井
国
役
引
付
」
に
、

六
月
中
だ
け
で
も
「
内
野
畠
地
口
内
」
と
し
て
計
百
三
十
五
貫
文
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。

洛中の土地支配と地口銭（馬田）

　
今
回
の
地
口
銭
は
、
そ
れ
以
前
の
も
の
が
基
本
的
に
社
寺
の
造
営
・
修
理
に
宛
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
使
途
に

お
い
て
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
従
来
は
免
除
を
受
け
て
き
た
菓
寺
が
、
請
負
い
と
い
う
形
で
は
あ
っ
て
も
地
口
銭
を
納
入
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
地
口
銭
の
翻
度
上
に
一
定
の
変
化
が
生
じ
た
と
詣
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
康
正
二
年
の
造
内
裏

地
口
銭
が
こ
の
よ
う
に
実
施
を
み
た
こ
と
は
、
　
「
自
往
古
免
除
」
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
理
由
に
免
除
の
特
権
を
誇
っ
て
い
た
東
寺
に
と
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

そ
れ
以
降
の
免
除
の
あ
り
方
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
地
口
銭
の
使
途
に
関
し
て
は
こ
れ
以
降
、
造
内
宮
地
口
銭
（
長
禄
二
年
）
、
節
季
要
脚
地
口
銭
（
寛
正
六
年
）
、
大
嘗
会
地
口
銭
（
文
正
元
年
）
、
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内
裏
修
理
料
地
口
銭
（
文
明
十
八
年
）
と
拡
大
さ
れ
た
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
康
出
二
年
以
降
に
お
け
る
地
口

銭
の
使
途
は
、
同
じ
く
臨
時
課
税
で
あ
る
と
こ
ろ
の
段
銭
と
著
し
く
似
か
よ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
段
銭
が
院
政
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
神
宮
役
夫
工
米
と
造
内
裏
役
を
柱
と
し
て
成
立
し
、
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
そ
れ
ら
の
目
的
の
た
め
に
公
家
政
権
か
ら
賦
課
さ
れ
て
い
た
の
に

対
し
て
、
地
口
銭
の
史
料
上
の
初
見
は
鎌
倉
時
代
末
期
で
あ
る
。
し
か
も
地
口
銭
に
お
い
て
は
、
さ
き
に
兇
た
よ
う
に
造
内
裏
地
口
銭
が
康
正

二
年
、
造
内
宮
地
口
銭
が
長
禄
二
年
に
そ
れ
ぞ
れ
初
出
す
る
。
康
正
工
年
の
地
口
銭
の
徴
収
の
あ
り
方
が
、
そ
れ
以
前
の
も
の
に
比
し
て
一
定

の
変
化
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
段
銭
と
地
口
銭
と
は
、
使
途
に
お
け
る
類
似
性
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
成
立
事
情
は
か
な
り

異
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
康
正
二
年
の
造
内
裏
用
途
は
、
諸
国
で
は
段
別
百
文
の
基
準
で
段
銭
が
賦
課
さ
れ
、
そ
れ
に
対
応
し
て
洛
中
・
洛
外
で
棟
別
銭
・
地
口
銭
の

徴
収
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
同
一
目
的
の
た
め
に
、
農
村
部
で
は
段
銭
、
都
市
に
お
い
て
は
地
口
銭
と
い
う
よ
う
に
、
幕
府
が
賦
課
対
象

地
域
に
よ
っ
て
課
税
の
徴
収
方
法
を
使
い
分
け
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
両
老
の
相
違
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
君
う
ま
で
も
な
く

土
地
利
用
の
あ
り
方
の
相
違
で
あ
ろ
う
。
農
村
部
に
お
い
て
は
、
直
接
生
産
手
段
で
あ
る
土
地
が
ど
れ
だ
け
の
広
さ
を
持
つ
か
が
重
要
な
の
で

あ
り
、
段
銭
が
賦
課
基
準
を
面
積
に
お
い
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
都
市
に
お
い
て
は
、
そ
の
内
部
に
田
畠
の
存
在
を
見
出
す

こ
と
は
で
き
る
も
の
の
、
都
市
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
あ
く
ま
で
商
工
業
地
域
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
土
地
の
広
さ
よ
り
も
そ
れ
と
し
て

機
能
し
て
い
た
道
路
に
面
す
る
部
分
の
長
さ
、
す
な
わ
ち
間
口
が
土
地
の
経
済
性
を
示
す
一
つ
の
基
準
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
地
口

銭
は
、
洛
中
の
土
地
の
持
つ
都
市
的
機
能
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
旦
こ
の
よ
う
な
基
準
が
成
立
す
る
と
、
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

積
で
表
示
さ
れ
る
は
ず
の
田
畠
も
、
洛
中
に
お
い
て
は
同
時
に
一
町
－
四
十
丈
の
割
合
で
間
口
に
換
算
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
洛

中
と
い
う
一
定
空
聞
に
お
け
る
土
地
を
、
幕
府
が
同
一
基
準
に
よ
っ
て
把
握
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、

土
地
を
対
象
と
し
て
賦
課
さ
れ
た
段
銭
・
地
口
銭
は
、
土
地
利
用
の
あ
り
方
か
ら
両
者
の
差
異
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
棟
別
銭
は
、
家
屋
に
対
し
て
賦
課
さ
れ
た
も
の
で
、
段
銭
・
地
口
銭
と
は
全
く
別
系
統
の
課
税
体
系
に
属
す
も
の
と
思
わ
れ
、
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し
か
も
都
市
・
農
村
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
洛
中
に
限
定
し
て
棟
別
銭
を
み
る
と
き
、
室
町
時
代
に
お
い

て
は
そ
の
賦
課
目
的
・
方
法
に
関
し
て
地
口
銭
と
の
間
に
大
き
な
差
異
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
両
老
相
互
の
流
動
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瞭

性
格
さ
え
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
都
市
課
税
と
し
て
の
地
口
銭
・
棟
別
銭
の
持
つ
意
味
、
ま
た
段
銭
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
ら
の
成
立
の
問
題
を
も
含
め
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

①
　
「
東
寺
百
合
文
書
（
以
下
「
東
否
」
と
略
す
）
」
へ
四
三

②
　
稲
荷
祭
礼
役
は
地
口
銭
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
が
、
稲
荷
社
氏
子
圏
と
の
闘
連

　
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
言
及
し
な
か
っ
た
。

③
　
「
柳
原
家
記
録
」
七
七
（
『
大
日
本
史
料
』
六
一
之
七
、
一
五
五
頁
）

④
「
東
百
」
ム
、
王
覇
方
評
定
引
付
延
文
五
年
十
二
月
二
十
三
日
条
、
間
六
年

中
二
月
二
十
六
日
・
廻
月
十
九
日
・
五
月
二
十
四
日
条

⑤
　
『
師
守
記
』
一
轍
治
山
ハ
年
四
月
二
十
一
日
・
五
月
二
十
六
日
条

⑥
　
「
東
百
」
ル
九
－
二
四

⑦
　
　
コ
果
十
一
」
　
つ
四
穴
－
五
七

⑧
「
東
百
」
ト
七
六
一
九
五
、
永
徳
二
年
四
月
十
二
臼
室
町
幕
府
御
教
書
案

⑨
　
『
八
坂
神
社
文
書
』
一
二
七
五

⑩
　
「
東
百
」
あ
四
－
二
三
、
嘉
慶
二
年
三
月
　
日
　
東
寺
雑
掌
申
状
案

⑪
「
東
百
」
マ
八
｝
1
九
九

⑫
「
東
百
」
あ
四
一
二
三
、
嘉
慶
二
年
三
月
十
九
日
室
町
幕
府
奉
行
人
飯
尾
為
清

　
書
状

⑬
「
東
寺
百
合
文
書
」
ル
函
・
高
義
の
除
去
分
に
、
多
数
の
地
口
銭
関
連
文
書
が

　
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
（
『
東
寺
百
合
文
書
目
録
第
一
』
参
照
）
、
ま
た
、
　
「
廿
一
口

　
方
評
定
引
付
（
皆
目
史
料
編
纂
所
架
蔵
謄
写
本
）
」
の
康
正
二
年
分
の
記
事
に
錯
簡

　
が
あ
る
こ
と
も
、
そ
の
潮
齢
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
。

⑭
こ
れ
が
地
口
銭
徴
収
に
関
し
て
も
と
ら
れ
た
方
法
で
あ
る
こ
と
は
、
小
林
氏
前

　
掲
論
文
第
三
章
註
⑥
に
詳
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
検
注
の
実
施
に
対
応
す
る
地
口

　
銭
の
納
入
方
法
は
、
棟
鋼
銭
と
同
様
に
町
単
位
の
納
入
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

　
る
。

⑯
　
　
「
東
百
」
ち
一
八
、
廿
一
口
方
評
定
引
付
　
寛
正
五
年
十
二
月
九
日
条

⑯
　
こ
の
康
正
二
年
と
、
次
の
長
禄
二
年
の
地
口
銭
納
入
の
事
実
が
、
先
例
と
し
て

　
援
用
さ
れ
て
い
る
例
は
い
く
つ
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
寛
正
五

　
（
一
四
六
四
）
年
の
伊
勢
造
営
地
口
銭
の
場
合
は
、
東
寺
か
ら
の
免
除
申
請
に
対

　
し
て
、
飯
尾
之
種
は
「
任
長
禄
二
年
例
、
免
除
在
所
無
之
」
（
「
策
百
」
ち
一
八
、

　
廿
一
口
方
評
定
引
付
寛
正
五
年
十
二
月
四
日
条
）
と
返
答
し
て
い
る
。
そ
こ
で

　
東
寺
は
「
康
正
二
年
造
内
裏
事
例
、
境
内
井
数
十
屋
地
、
五
千
疋
以
請
口
、
御
沙

　
　
　
　
　
　
　
　
（
飯
罷
之
種
）

　
汰
了
、
以
其
分
、
左
衛
門
大
夫
一
．
可
有
学
談
合
」
こ
と
を
供
僧
の
評
議
で
決
定
し

　
て
い
る
（
同
十
二
月
九
日
条
）
。
ま
た
文
明
十
八
（
一
四
八
六
）
年
の
内
裏
修
理
料
地

　
口
銭
の
場
合
も
「
先
々
既
於
内
裏
之
儀
致
其
沙
汰
之
間
、
可
為
如
何
哉
」
（
「
東
百
」

　
ワ
、
廿
「
口
方
評
定
引
付
文
明
十
八
年
六
月
十
二
日
条
〉
と
、
爽
嵩
み
ず
か
ら
が

　
免
除
申
請
さ
え
も
あ
ぎ
ら
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
自
往
古
免
除
」

　
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
理
由
に
地
口
銭
免
除
を
受
け
て
き
た
東
寺
は
、
康
正
二
年
・

　
長
禄
二
年
の
地
口
銭
を
納
入
し
て
か
ら
は
、
逆
に
納
入
の
事
実
が
先
例
と
な
る
こ

　
と
に
よ
っ
て
、
地
口
銭
免
除
を
受
け
に
く
く
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑰
小
山
田
義
夫
氏
「
造
内
裏
役
の
成
立
」
（
『
史
潮
』
八
四
・
八
五
合
併
弩
）
・
「
伊

　
勢
神
宮
役
夫
工
米
制
度
に
つ
い
て
1
院
政
期
を
中
心
と
し
て
一
」
（
『
流
通
経

　
済
論
集
』
ニ
ー
二
）

⑱
市
原
氏
前
掲
論
文
第
一
表
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⑲
康
正
二
年
五
月
二
十
八
日
付
の
造
内
裂
地
口
銭
野
畠
分
注
文
（
「
東
百
」
タ
一
一

　
一
六
）
に
よ
る
と
、
そ
の
賦
諜
基
準
が
「
尺
別
五
文
」
と
記
さ
れ
る
と
同
時
に

　
二
段
別
二
百
又
宛
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
尺
別
五
文
」
と
い
う
の
は
、

　
田
畠
以
外
の
地
域
の
間
口
ご
と
の
賦
課
に
適
用
さ
れ
た
基
準
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら

　
に
、
間
口
「
尺
別
五
文
」
の
賦
課
基
準
が
藤
積
二
段
別
二
百
文
宛
」
に
相
当
す

　
る
こ
と
か
ら
、
間
口
四
十
丈
皿
面
積
一
町
と
い
う
、
間
口
と
面
積
の
換
算
率
を
導

　
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

⑳
　
廿
一
口
方
評
定
引
付
　
文
正
元
年
三
月
十
三
日
条
（
「
東
百
」
く
）
に
次
の
よ
う

　
な
記
事
が
見
幽
さ
れ
る
。

　
　
　
（
誌
紀
）

　
自
斎
藤
民
都
方
申
大
嘗
会
新
豪
寺
境
内
井
諸
坊
棟
別
事
、
以
前
如
造
内
裏
、
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

　
取
立
、
両
三
日
電
磁
被
納
之
由
申
之
聞
、
致
披
露
処
、
衆
儀
通
、
有
先
例
上
者
、

　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

　
取
立
可
被
事
由
評
義
了
、

　
但
此
棟
別
事
、
自
大
宮
東
者
、
去
年
地
口
墨
取
、
聾
者
棟
別
由
申
候
也
、

す
な
わ
ち
、
大
嘗
会
料
足
と
し
て
前
年
の
寛
正
六
年
に
大
宮
以
東
の
地
域
に
お
い

て
地
口
銭
が
徴
収
さ
れ
、
こ
の
年
は
大
宮
以
西
の
地
域
に
お
い
て
は
棟
別
銭
が
徴

収
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
地
口
銭
・
棟
別
銭
が
同
時
に

徴
収
さ
れ
よ
う
と
し
た
例
と
し
て
、
さ
き
に
み
た
元
亨
二
年
の
「
稲
荷
祭
口
別
」

と
「
新
大
仏
造
営
之
棟
別
」
、
文
明
十
八
年
の
「
内
裏
修
理
料
地
口
井
大
将
拝
賀

要
脚
棟
別
」
（
「
東
寺
文
書
」
書
一
三
－
一
五
）
等
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
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二
、
洛
中
散
在
敷
地
注
文
の
性
格

　
前
章
で
と
り
あ
げ
た
康
暦
二
年
の
地
口
銭
免
除
の
事
例
に
お
い
て
、
　
「
寺
領
目
録
」
が
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
が
後
に
一

般
に
み
ら
れ
る
洛
中
散
在
敷
地
注
文
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
本
章
で
は
こ
の
洛
中
散
在
敷
地
注
文
が
ど
の
よ
う
な
性
格

を
持
っ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
そ
れ
で
は
ま
ず
洛
中
散
在
敷
地
注
文
は
ど
の
よ
う
な
経
過
で
作
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
康
応
二
（
一
三
九
〇
）
年
に
は
、
舐
園
社
領
に
対
す

る
地
口
銭
に
関
し
て
、
　
「
抑
地
口
事
、
前
々
免
除
候
在
所
者
、
不
可
有
催
促
候
、
注
文
を
可
給
候
哉
」
と
の
書
状
が
、
飯
尾
為
永
よ
り
「
御
坊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

中
」
へ
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
応
永
二
十
（
一
四
＝
二
）
年
の
新
玉
津
嶋
社
造
営
地
口
銭
の
場
合
は
、
伺
事
に
よ
る
正
式
決
定
が
下
さ
れ
る
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
、
地
口
銭
の
催
促
を
停
止
す
る
よ
う
、
松
田
善
通
か
ら
新
玉
津
嶋
社
別
当
常
光
院
長
尋
に
伝
え
ら
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
黒
蓋
は
「
在
所
丈

馨
可
藷
候
哉
」
と
答
え
て
い
榊
正
書
定
は
四
月
＋
三
・
雫
さ
般
「
東
嶺
地
・
業
事
早
可
被
停
止
縫
」
と
い
う
松
田
善

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

通
の
雷
状
が
発
尋
宛
に
出
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
洛
中
散
在
敷
地
注
文
は
常
に
地
口
銭
免
除
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
は
作
成
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
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い
ま
、
現
存
す
る
東
寺
領
洛
中
散
在
敷
地
注
文
（
以
下
、
東
寺
領
に
限
っ
て
「
雷
文
」
と
略
す
）
を
掲
げ
る
と
表
2
の
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
、

「
注
文
」
の
奥
に
幕
府
奉
行
人
等
の
手
に
よ
っ
て
地
口
銭
の
免
状
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
例
が
数
多
く
見
ら
れ
、
ま
た
そ
う
で
な
い
場
合
で

も
、
別
紙
の
免
状
が
見
出
さ
れ
る
例
の
多
い
こ
と
は
、
何
よ
り
も
「
注
文
」
が
地
口
銭
免
除
を
受
け
る
図
的
で
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。

　
地
口
銭
免
除
を
受
け
る
た
め
に
洛
中
の
所
領
を
書
き
上
げ
た
洛
中
散
在
敷
地
注
文
を
作
成
す
る
こ
と
は
、
東
寺
に
限
ら
れ
た
事
例
で
は
な
か

っ
た
。
い
ま
、
一
般
の
公
家
・
寺
社
に
お
い
て
、
洛
中
散
在
敷
地
注
文
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
掲
げ
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
⑧

　
土
御
門
家
－
応
永
二
十
五
・
二
十
六
年
、
永
享
七
年
、
宝
徳
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
⑩

　
祇
園
社
一
嘉
慶
一
、
一
年
、
康
応
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
禅
仏
寺
－
文
明
十
七
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
遍
照
心
院
－
文
明
十
八
年

こ
の
よ
う
に
、
洛
中
散
在
敷
地
注
文
の
提
出
を
条
件
と
す
る
地
口
銭
免
除
の
特
権
は
、
親
王
家
・
五
山
学
院
を
始
め
と
す
る
有
力
公
家
・
寺
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
対
し
て
与
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
洛
中
散
在
敷
地
注
文
の
基
本
的
性
格
と
し
て
、
地
口
銭
免
除
を
受
け
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
地
口
銭
賦
課
の
対
象
と
な
っ
た
土
地
が
す
べ
て
書
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
こ
と
が
当
然
予

測
で
き
る
。

　
そ
れ
で
は
関
連
史
料
の
豊
富
な
東
寺
領
を
素
材
と
し
て
、
洛
中
散
在
敷
地
注
文
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の

場
合
に
問
題
と
な
る
の
は
、
洛
中
散
在
所
領
の
入
手
経
過
、
東
寺
が
そ
れ
ら
に
対
し
て
持
つ
権
限
、
　
「
注
文
」
相
互
の
関
連
、
以
上
の
諸
点
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
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ま
ず
表
2
に
掲
げ
た
「
注
文
」
A
～
R
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
合
計
九
八
箇
所
の
土
地
を
所
在
地
別
に
整
理
し
、
東
寺
の
入
手
年
月
日
、
寺
内

に
お
け
る
用
途
等
を
加
き
加
え
、
表
3
を
作
成
し
た
。
一
見
し
て
気
付
く
こ
と
は
、
こ
こ
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
所
領
が
、
境
内
・
院
町
・
巷
所

の
よ
う
に
一
定
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、
そ
れ
以
外
の
一
般
の
散
在
所
領
と
に
大
別
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の

う
ち
、
一
定
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
所
領
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
先
学
の
研
究
に
よ
っ
て
、
お
お
よ
そ
の
支
配
の
あ
り
方
が
明
ら
か
に
さ
れ

　
　
⑭

て
い
る
。
そ
れ
ら
に
学
び
つ
つ
、
一
般
の
散
在
所
領
と
の
対
比
の
上
か
ら
、
そ
の
大
要
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
東
寺
境
内
は
、
東
寺
が
創
建
さ
れ
て
以
来
の
本
来
的
所
領
と
言
え
る
。
そ
の
一
角
を
占
め
る
款
冬
町
に
お
い
て
、
住
人
の
負
担
は
地
子
銭
と

本
役
（
人
夫
役
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
こ
が
ま
さ
に
東
寺
の
膝
下
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
住
人
に
対
し
て
は
強
い
規
制
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
宗

教
統
制
（
法
華
宗
の
禁
止
な
ど
）
、
家
屋
売
買
の
制
限
な
ら
び
に
売
買
の
際
に
売
価
の
十
分
の
一
額
の
納
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
院
町
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
正
和
二
（
一
三
＝
ε
年
に
御
宇
多
上
皇
よ
り
寄
進
さ
れ
た
。
こ
の
院
町
に
関
し
て
は
い
く
つ
か
の
検
注
帳

が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
東
寺
が
検
注
を
行
い
地
子
額
を
決
定
し
た
上
で
地
子
銭
徴
収
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

ま
た
、
境
内
と
同
様
に
住
人
に
対
し
て
人
夫
役
の
負
担
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
院
町
に
対
す
る
東
寺
の
支
配
は
主
と
し
て
給
主
に
よ
っ
て
な
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
職
務
は
地
子
銭
の
納
入
、
荒
不
作
・
新
開
地
響
の
検
地
、
散
用
状
の
提
出
な
ど
が
主
な
も
の
で
あ
っ
た
。
．

　
巷
所
は
前
二
老
と
は
性
格
を
や
や
異
に
し
て
お
り
、
東
寺
が
い
つ
頃
か
ら
支
配
を
開
始
し
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
検
注
帳
が
残

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
院
町
と
同
様
に
東
寺
が
検
注
を
行
い
地
子
額
を
決
定
し
た
上
で
地
子
銭
徴
収
を
実
現
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
地
子
銭
徴
収
に
は
東
寺
よ
り
補
任
さ
れ
た
下
司
が
当
た
っ
て
お
り
、
そ
の
主
な
職
務
は
地
子
銭
の
納
入
、
下
地
の
興
行
な
ど
で
あ
る
。
ま

た
、
住
民
に
対
し
て
人
夫
役
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
境
内
・
院
町
・
巷
所
に
関
し
て
共
通
に
見
ら
れ
る
点
は
、
そ
の
土
地
が
宅
地
・
田
畠
に
か
か
わ
ら
ず
、
東
寺
が
検
注
に
よ
っ
て
地
子

額
を
決
定
し
か
つ
直
接
に
地
子
銭
を
徴
収
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
住
民
に
対
し
て
人
夫
役
が
賦
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
検
断
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権
に
つ
い
て
も
東
寺
が
行
使
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
れ
以
外
の
一
般
の
散
在
所
領
に
対
し
て
東
寺
の
持
っ
て
い
た
権
限
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
ら
の
散
在
所
領
が
東
寺
の
も
と
に
寄
せ
ら
れ
た
の
は
、
確
認
で
き
る
限
り
で
は
永
仁
三
（
一
二
九
五
）
年
七
月
二
十
九
日
に
、
八
条
以
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

町
以
東
の
地
（
6
1
、
表
3
の
番
号
に
よ
る
、
以
下
同
じ
）
が
二
階
堂
行
宮
よ
り
策
寺
造
営
用
途
と
し
て
寄
進
さ
れ
た
の
を
初
見
と
す
る
。
こ
れ
以
降
、

寄
進
あ
る
い
は
買
得
に
よ
る
土
地
集
積
が
進
行
す
る
こ
と
は
、
　
「
注
文
」
に
書
き
上
げ
ら
れ
る
土
地
の
筆
数
増
加
が
物
語
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
個
々
の
所
領
に
対
し
て
、
東
寺
が
ど
の
よ
う
な
形
で
支
配
を
行
っ
て
い
た
か
を
次
に
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

②
道
観
入
道
四
条
猪
熊
定
使
可
召
放
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
彼
入
道
、
虫
四
月
廿
二
日
布
施
物
無
沙
汰
之
条
、
無
是
非
事
敷
、
所
詮
彼
定
使
者
召
放
書
、
可
補
別
器
用
之
由
、
評
議
畢
、

　
（
端
裏
欝
）

働
「
仏
事
已
下
田
之
仕
足
散
用
応
永
十
八
八
月
四
日
勘
之
了
」

　
　
　
諸
仏
事
新
所
地
子
納
分
井
仕
足
嶽
＋
七
年

一
、
塩
小
路
大
宮
畠
地
覇
源
法
印
馨
新
所
罷
月

　
　
壱
貫
弐
百
九
＋
四
董
地
子
㌃

　
　
　
　
除

　
　
百
辛
文
葎
給
羅
弐
享
二
文
加
摯
・
本
所
広
橋
笹
戸
蔽
出
費
・
婁
丈
七
尺
一
寸
分
銭
也
、

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
一
、
越
前
房
寄
進
贔
井
屋
地
々
子

　
　
七
百
三
十
七
文
夏
地
子
百
文
定
使
給
松
石
法
師

　
　
残
六
百
三
十
七
文

　
　
　
　
　
（
以
下
略
）

　　　＠
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㈲
は
、
四
条
猪
熊
の
地
（
5
）
の
定
使
で
あ
っ
た
道
観
入
道
を
、
四
月
二
十
二
日
の
仏
事
の
布
施
物
無
沙
汰
と
い
う
理
由
で
解
任
し
、
別
人
を

補
任
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
「
廿
一
口
方
評
定
引
付
」
の
記
事
で
あ
る
。
ま
た
㈲
は
、
仏
事
料
所
か
ら
徴
収
さ
れ
た
地
子
銭
の
内
訳
な
ら
び
に

そ
の
使
途
を
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
㈲
・
㈲
よ
り
次
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
東
寺
は
洛
中
散
在
地
に
対
し
て
…

筆
ご
と
に
定
使
を
派
遣
し
て
地
子
銭
徴
収
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、
定
使
の
決
定
は
寺
僧
（
②
の
場
合
に
は
供
僧
）
の
評
議
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
、

徴
収
し
た
地
子
銭
の
一
部
が
定
使
の
給
分
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
地
子
銭
を
納
入
し
な
い
場
合
に
は
定
器
を
改
替
さ
れ
る
こ
と
、
以

上
で
あ
る
。

　
地
子
銭
の
徴
収
方
法
に
限
定
し
て
み
る
な
ら
ば
、
さ
き
に
検
討
し
た
一
定
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
地
域
に
お
い
て
も
、
散
在
所
領
に
お
い
て

も
、
東
寺
の
持
っ
て
い
た
権
限
は
同
一
性
格
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
次
に
、
地
子
額
決
定
権
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る

こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
文
永
六
（
一
二
六
九
）
年
四
月
、
梅
小
路
鳥
丸
に
あ
る
土
地
（
5
9
）
に
関
し
て
面
当
治
定
注
文
が
作
成
さ
れ
た
。
西
側
と
北
側
に
溝
の
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
土
地
は
、
東
寺
に
寄
進
さ
れ
た
後
は
毎
月
十
一
日
湯
田
と
な
る
が
、
所
当
治
定
注
文
が
作
成
さ
れ
た
の
は
こ
の
土
地
が
東
寺
に
寄
進
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
⑳

以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
注
文
に
は
、
こ
の
士
地
の
貸
借
人
と
そ
れ
ぞ
れ
の
間
口
丈
余
・
地
子
銭
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

額
は
野
分
を
も
含
め
て
一
律
に
一
年
置
尺
別
二
十
文
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
洛
中
散
在
所
領
の
所
有
者
は
、
自
己
の
所
領
を
「
百
姓
」
に
貸
与

し
、
地
子
額
を
決
定
す
る
権
限
を
有
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
東
寺
は
こ
の
土
地
を
入
手
し
て
か
ら
も
後
も
、
こ
の
よ
う
な
権
限
を
継
承
し
た

と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
東
寺
が
自
己
の
所
領
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
権
限
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
の
は
、
や
や
時
代
の
下
っ
た
次
の
例
で
あ
る
。
文
明
十
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

（一

l
八
三
）
年
十
二
月
、
七
条
大
宮
猪
熊
間
の
土
地
が
下
久
世
庄
宝
珠
庵
慈
芳
比
丘
尼
よ
り
東
寺
仏
庭
掃
除
料
所
と
し
て
売
寄
進
さ
れ
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
同
じ
日
に
、
こ
の
土
地
の
地
子
額
・
地
子
銭
納
入
者
を
書
き
上
げ
た
指
出
が
、
響
岩
比
丘
尼
よ
り
東
寺
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

東
寺
は
欝
欝
比
丘
尼
の
保
持
し
て
い
た
地
子
額
決
定
権
を
継
承
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
明
応
六
（
一
四
九
七
）
年
七
月
、
冨
家
新
兵
衛
尉
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守
清
よ
り
東
寺
御
影
堂
に
売
寄
進
さ
れ
た
七
条
堀
川
猪
熊
間
の
土
地
の
場
合
も
、
十
月
に
入
っ
て
か
ら
東
寺
寺
僧
と
守
清
と
で
丈
数
の
確
認
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

行
わ
れ
、
十
一
月
に
は
「
百
姓
」
か
ら
地
子
銭
の
納
入
を
誓
っ
た
請
文
が
東
寺
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
東
寺
が
一
般
の
洛
中
散
在
地
に
対
し
て
保
持
し
て
い
た
権
限
は
、
地
子
額
の
決
定
権
と
地
子
銭
の
直
接
徴
収
権
（
「
百

姓
」
の
進
退
権
を
も
含
む
）
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ま
仮
に
こ
れ
を
領
主
的
権
限
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
脇
田
晴
子
氏
は
、
洛
中
に
お
い
て
「
領
主
的
土
地
所
有
」
と
「
地
主
的
土
地
所
有
」
と
い
う
二
種
類
の
土
地
所
有
形
態
が
存
在
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
　
「
領
主
的
所
有
」
地
は
、
　
「
地
子
と
雑
公
事
を
課
し
、
検
断
権
を
行
使
し
た
も
の
を
も
っ
と
も
典
型
的
な
も
の

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
に
対
し
て
、
　
「
地
主
的
所
有
」
地
は
主
と
し
て
買
得
集
積
に
よ
る
も
の
で
、
地
子
銭
徴
収
権
の
み
を
持
つ
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
両
者
を
分
か
つ
も
の
は
、
雑
公
事
と
検
断
権
の
存
否
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
検
断
権
の
行
使
に
つ
い
て
言
え
ば
、
境
内
・
院
町
・
巷
所
に
お
い
て
は
土
地
が
集
中
し
て
い
る
た
め
に
、
東
寺
一
「
百
姓
」
関
係
が
主
要
な

問
題
と
な
り
、
そ
れ
は
基
本
的
に
東
寺
内
部
で
解
決
し
う
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
事
実
、
そ
れ
ら
の
地
域
に
お
い
て
地
子
銭
未
進
・
犯
罪
等

の
た
め
に
、
東
寺
が
佐
屋
の
破
却
・
検
封
を
行
っ
た
例
が
数
多
く
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
一
般
の
散
在
所
領
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
亡
命
な

土
地
で
あ
り
他
領
と
の
入
組
が
著
し
い
。
し
た
が
っ
て
他
領
と
の
関
係
が
大
き
な
比
重
を
占
め
、
検
断
権
の
行
使
は
地
子
銭
未
進
以
外
は
一
領

主
の
内
部
で
は
完
結
し
え
な
い
場
合
が
多
い
。
そ
の
こ
と
が
調
停
者
と
し
て
の
幕
府
の
介
入
を
必
然
化
し
、
逆
に
幕
府
は
そ
れ
を
挺
子
と
し
て
、

領
主
が
本
来
持
っ
て
い
た
「
百
姓
」
に
対
す
る
検
断
権
さ
え
も
吸
収
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
都
市
に
お
け
る
検
断
の
状
況
を
特
徴
づ
け
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
領
主
検
断
権
の
発
動
は
、
所
領
の
存
在
形
態
に
大
き
く
規
制
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
次
に
雑
公
事
の
問
題
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
　
「
領
主
的
所
有
」
地
に
お
い
て
す
で
に
南
北
朝
期
に
雑
公
事
が
銭
納
化
さ
れ
て
い
る
例
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
「
地
主
的
所
有
」
地
に
お
け
る
地
子
銭
は
、
　
「
領
主
的
所
有
」
地
に
比
し
て
一
般
に
高
額
で
あ
る
こ
と
が
指
摘

　
　
　
　
㊧

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
散
在
所
領
に
お
い
て
は
、
雑
公
事
の
銭
納
化
を
媒
介
と
し
て
そ
れ
が
地
子
銭
に
一
本
化
さ
れ
た
と
推
定

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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説
明
が
繁
雑
と
な
っ
た
が
、
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
一
般
の
散
在
所
領
に
お
い
て
東
寺
が
保
持
し
た
権
限
は
、
境
内
・
院
町
・

巷
所
と
同
様
に
領
主
的
権
限
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
現
象
的
に
は
脇
田
氏
が
示
さ
れ
た
二
種
類
の

土
地
所
有
形
態
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
両
者
を
総
合
的
に
理
解
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
領
主
的
権
限
と
一
括
し
た
こ
と
を
断
っ
て
お

き
た
い
。

　
次
に
「
注
文
」
相
互
の
比
較
を
行
い
た
い
。
　
表
3
に
お
い
て
A
～
R
の
「
注
文
」
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
土
地
の
筆
墨
を
み
る
と
、
　
文
明
十

（「

l
七
八
）
年
の
段
階
（
P
）
で
そ
れ
が
急
激
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
結
果
を
も
っ
て
、
応
仁
・
文
明
の
乱
が
展
開

す
る
中
で
、
東
寺
に
よ
る
洛
中
の
土
地
集
積
が
急
速
に
進
ん
だ
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
じ
じ
つ
瀬
田
勝
哉
氏
は
「
東
寺
で
は
集
積
さ

れ
た
土
地
は
放
出
す
る
ど
こ
ろ
か
年
と
共
に
増
加
の
傾
向
を
さ
え
た
ど
っ
て
い
る
」
と
述
べ
、
南
北
期
朝
以
降
に
お
け
る
「
地
主
」
の
土
地
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

積
が
、
中
世
末
期
に
お
い
て
も
衰
え
て
い
な
い
こ
と
を
結
論
づ
け
る
上
で
の
重
要
な
論
拠
と
さ
れ
て
い
る
。

　
た
し
か
に
A
～
○
に
至
る
「
注
文
」
の
整
数
は
徐
A
に
増
加
し
て
お
り
、
東
寺
に
よ
る
土
地
集
積
の
進
行
は
疑
い
え
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
P
に
お
け
る
三
十
六
筆
に
も
わ
た
る
新
た
な
土
地
の
出
現
を
、
東
寺
に
よ
る
土
地
集
積
の
進
行
と
い
う

一
般
的
理
由
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
も
大
乱
の
最
中
に
、
東
寺
に
よ
る
土
地
集
積
が
こ
の
よ
う
に
急
激
に
進
行

し
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
応
仁
・
文
明
の
乱
の
評
価
を
も
含
め
て
重
要
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
む

し
ろ
結
論
を
急
が
ず
に
、
P
に
お
い
て
出
現
し
た
土
地
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
寄
進
年
月
日
の
明
ら
か
な
も
の
、
2
7
・
6
3
・
7
2
・
9
1
・
9
2
に
つ
い
て
考
え
て
み
ょ
う
。
　
こ
の
う
ち
、
O
が
作
成
さ
れ
た
寛
正
三
（
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

六
二
）
年
よ
り
後
に
施
入
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
2
7
（
応
仁
三
年
四
月
二
日
施
入
）
に
つ
い
て
は
問
題
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
以
外
は
、

寛
正
三
年
よ
り
以
前
に
策
寺
が
入
手
し
て
お
り
な
が
ら
「
注
文
」
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
P
に
お
い
て
初
め
て
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
土
地
の
性
格
を
検
討
し
て
み
る
と
、
次
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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ω
注
文
に
記
載
さ
れ
る
際
に
本
所
の
注
記
の
あ
る
も
の
、
な
い
し
は
「
百
姓
職
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
一
6
3
・
7
2
・
9
5

②
大
路
・
小
路
で
は
な
く
、
辻
子
に
面
し
て
い
る
も
の
一
9
1
・
9
2

ま
た
、
寄
進
年
月
日
の
不
明
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
右
の
分
類
に
添
っ
て
検
討
し
て
み
る
と
、

）
　
　
0
　
　
　
じ
0

α
1
6
。
7

②
1
3
9

と
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
土
地
も
、
さ
き
の
事
例
と
同
様
に
、
東
寺
が
入
手
し
て
お
り
な
が
ら
「
注
文
」
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
な
か

？
た
ど
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
事
実
に
よ
っ
て
、
P
に
お
い
て
新
た
に
土
地
が
出
現
し
た
理
由
を
全
西
土
に
明
ら
か
に
し
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
P
に

お
け
る
急
激
な
筆
数
増
加
の
原
因
と
し
て
、
直
戯
的
に
東
寺
に
よ
る
土
地
集
積
の
進
展
を
結
論
す
る
だ
け
で
な
く
、
　
「
注
文
」
へ
の
記
載
基
準

が
変
化
し
た
こ
と
考
慮
す
る
必
要
が
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
O
以
前
の
「
注
文
」
の
作
成
基
準
が
、
東
寺
が
領
主
的
権
限
を
有
す
る
大
路
・

小
路
に
面
し
た
土
地
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
P
以
降
の
「
注
文
」
で
は
、
本
所
を
別
に
持
つ
土
地
や
「
百
姓
職
」
と
さ
れ
て
い
る
土
地
、
辻

子
に
面
す
る
土
地
が
新
た
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
東
寺
は
な
ぜ
「
注
文
」
へ
の
記
載
基
準
を
変
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
大
乱
を
挾
む
洛
中
の
政
治
情
勢
の
変
化
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
文
明
三
（
一
四
七
一
）
年
に
始
ま
る
畠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

山
義
就
の
半
済
実
施
を
め
ぐ
る
状
況
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
文
明
三
年
八
月
十
六
日
置
畠
山
義
就
は
山
城
国
寺
社
本
所
領
を
こ
と
ご
と
く
借
用
す
る
旨
を
、
遊
佐
蓮
沼
守
の
折
紙
を
も
っ
て
東
寺
に
触
れ

⑭た
。
八
月
二
十
八
日
に
は
東
寺
領
の
指
出
が
命
ぜ
ら
れ
、
廿
一
口
方
と
し
て
は
境
内
・
教
令
院
・
上
野
庄
に
関
し
て
、
口
数
と
斗
代
と
を
書
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

上
げ
た
念
慮
を
提
出
し
た
。
さ
ら
に
閣
八
月
八
日
に
は
、
　
「
寄
進
下
地
」
を
も
注
進
す
る
よ
う
に
と
の
遊
佐
越
中
守
の
折
紙
が
伝
え
ら
れ
た
が
、

「
於
仏
事
田
者
、
為
名
主
作
職
之
間
、
不
可
注
進
」
と
決
定
し
、
八
月
に
提
出
し
た
染
出
か
ら
洩
れ
た
宝
荘
厳
院
敷
地
・
毎
月
十
一
日
湯
田
・
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⑫

襖
殿
等
を
注
進
す
る
に
止
め
た
。
こ
の
「
寄
進
下
地
」
と
い
う
の
は
、
さ
き
の
供
僧
の
決
定
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
仏
事
料
所
と
し
て
寄
進

さ
れ
た
、
主
に
洛
中
・
紀
伊
郡
・
乙
訓
郡
に
散
在
す
る
所
領
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
柳
千
鶴
氏
は
、
畠
山
義
就
に
よ
る
半
済
実
施
の
方
法
を
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
一
、
半
済
を
徹
底
し
た
形
で
実
施
す
る

た
め
に
、
荘
園
領
主
に
対
し
て
指
出
を
命
じ
た
こ
と
、
二
、
半
済
の
対
象
を
荘
園
本
所
の
本
年
貢
だ
け
で
な
く
、
名
主
職
・
百
姓
職
や
加
地
子

得
分
、
さ
ら
に
は
雑
公
事
に
も
及
ぼ
そ
う
と
し
た
こ
と
、
三
、
洛
中
に
も
半
済
を
及
ぼ
し
た
こ
と
、
四
、
半
済
徴
収
を
直
接
に
自
分
の
内
藤
．

被
官
や
給
人
に
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
、
以
上
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
　
「
義
就
は
半
済
実
施
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
経
済
的
な

収
益
よ
り
も
山
城
に
お
け
る
支
配
権
の
拡
大
を
目
指
し
て
い
た
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
の
で
輪
・

　
本
稿
と
の
関
わ
り
か
ら
い
え
ば
、
二
と
三
の
措
摘
が
重
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
前
提
と
し
つ
つ
、
半
済
実
施
の
あ
り
方
を
洛
中
に
限
定
し

て
い
ま
一
度
ふ
り
返
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
八
月
二
十
八
日
に
、
廿
一
口
方
よ
り
東
寺
境
内
の
指
娼
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
つ
い
で
閏
八
月
二
十
九
日
に
は
、

御
所
前
の
屋
敷
地
子
に
関
し
て
、
紀
州
給
人
よ
り
「
百
姓
」
に
対
し
て
指
油
の
提
出
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
半
済
徴
収
の
準
備
と
し
て
の
前
出
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

で
あ
ろ
う
が
、
「
百
姓
」
が
難
渋
し
た
た
め
に
「
召
上
可
搬
尋
」
と
い
う
要
求
さ
え
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
土
地
は
東
寺
寺
官
の
給
分
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
が
ら
、
東
寺
側
は
催
促
停
止
を
願
っ
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
繰
出
提
出
・
半
済
分
の
徴
収
は
実
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば

十
月
十
三
日
に
は
、
乗
円
・
定
金
が
境
内
水
田
名
主
分
の
指
繊
に
関
し
て
「
百
姓
中
」
の
使
と
し
て
や
っ
て
来
た
。
指
出
の
斗
代
に
つ
い
て
給

人
が
兎
角
申
し
た
の
で
・
そ
れ
へ
の
返
答
ξ
い
て
相
談
に
来
た
の
で
あ
⑱
こ
う
し
た
中
で
・
東
寺
境
内
の
半
済
分
は
蓼
と
収
納
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曾

い
っ
た
。
す
で
に
十
月
十
日
に
は
諸
坊
領
が
、
ま
た
十
月
十
七
日
に
は
諸
仏
事
工
具
料
田
、
十
月
二
十
二
日
に
は
水
田
方
が
納
入
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
東
寺
に
と
っ
て
境
内
は
、
執
行
・
納
所
・
公
文
な
ど
の
諸
寺
官
の
給
田
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
以
外
の
一
般
住
民
に
対
し
て
強
い
規
制
が
加
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
東
寺
に
よ
る
所
領
支
配
の
中
核
に
据
え
ら
れ
る
べ
き
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
境
内
に
お
い
て
、
半
済
分
の
徴
収

が
上
述
の
よ
う
に
徹
底
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
東
寺
に
対
し
て
地
子
銭
の
減
少
と
い
う
経
済
的
打
撃
以
上
に
深
刻
な
動
揺
を
与
え
た
も
の
と

52　（504）



洛中の土地支配と地口銭（馬田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
東
寺
直
島
の
東
西
両
軍
へ
の
被
官
化
は
、
東
寺
の
動
揺
に
よ
り
一
層
拍
車
を
か
け
た
で
あ
ろ
う
。

　
畠
山
義
就
の
半
済
は
、
文
明
九
（
一
四
七
七
）
年
九
月
に
彼
が
河
内
国
へ
下
向
す
る
ま
で
実
質
的
に
は
継
続
し
た
。
そ
の
直
後
に
幕
府
は
東
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
対
し
て
、
山
城
国
諸
荘
園
な
ら
び
に
所
々
屋
地
・
散
在
田
畠
等
に
関
す
る
守
護
使
不
入
の
特
権
を
安
堵
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
敵
退
散
之

上
者
、
為
守
護
使
不
入
之
地
、
任
先
例
、
検
断
以
下
致
其
沙
汰
、
古
癖
全
寺
務
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
義
就
の
半
済
収
束
後
の
菓
寺

の
対
応
を
示
し
て
い
る
。
東
寺
に
と
っ
て
は
、
山
城
国
に
お
け
る
所
領
の
再
編
成
が
何
に
も
増
し
て
緊
急
の
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
話
を
「
注
文
」
に
戻
そ
う
。
文
明
十
年
六
月
九
日
、
東
寺
領
諸
荘
園
の
惣
安
堵
な
ら
び
に
諸
役
免
除
を
命
じ
る
足
利
義
政
御
判
御
教
書
が
出

　
　
⑬

さ
れ
た
。
こ
れ
に
添
え
ら
れ
た
散
在
地
の
別
紙
目
録
の
中
に
、
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
P
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
来
の
「
注
文
」
作

成
の
経
過
か
ら
考
え
て
、
そ
れ
ら
は
東
寺
が
所
領
安
堵
を
申
請
す
る
た
め
に
作
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
実
際
聞
題
と
し
て
も
、
幕
府

が
こ
の
時
点
で
洛
中
に
お
け
る
所
領
の
実
態
を
把
握
し
て
い
た
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
　
「
注
文
」

へ
の
記
載
基
準
の
変
化
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
東
寺
の
意
向
を
反
映
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
こ
で
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
P
が
そ
れ
以
前
の
「
注
文
」
と
は
異
な
っ
て
、
地
口
銭
免
除
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ

る
。
東
寺
は
、
大
乱
の
過
程
で
や
や
も
す
れ
ば
不
知
行
化
し
つ
つ
あ
っ
た
所
領
の
恢
復
に
執
拗
な
努
力
を
払
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
東
寺
の

意
向
と
す
れ
ば
、
　
「
注
文
」
に
で
き
る
だ
け
多
く
の
所
領
を
書
き
上
げ
た
方
が
有
利
で
あ
る
と
の
鞠
断
が
働
い
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
、
以
前
か
ら
東
寺
が
所
持
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
口
銭
の
賦
課
対
象
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
「
注
文
」
に
記
載
さ
れ
ず
に

い
た
土
地
が
、
P
に
お
い
て
新
た
に
出
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
東
寺
が
P
を
も
と
に
洛
中
の
所
領
安
堵
を
受
け
て
か
ら
以
降
は
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
地
口
銭
が
徴
収
さ
れ
る
可
能
性
が
存
在
し
て

い
た
。
地
口
銭
賦
課
の
状
況
か
ら
い
え
ば
、
永
く
免
除
の
特
権
を
誇
っ
て
き
た
東
寺
の
場
合
で
も
、
康
正
二
年
の
造
内
裏
地
口
銭
が
徴
収
さ
れ

て
か
ら
は
、
免
除
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
っ
た
（
表
1
参
照
）
。
そ
の
こ
と
は
東
寺
も
充
分
に
承
知
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
　
一
例
を
あ
げ
る
と
、
文

明
十
八
（
一
四
八
六
）
年
に
内
裏
修
理
料
地
口
銭
が
賦
課
さ
れ
た
と
き
、
東
寺
は
「
先
々
既
於
内
裏
魚
偏
、
致
其
沙
汰
之
間
、
可
為
如
何
哉
」
と
、
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肇
二
年
の
造
内
裏
皆
銭
を
納
入
し
た
先
例
が
あ
る
た
め
に
・
免
除
申
請
ざ
え
も
あ
き
ら
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
如
・
こ
の
時
繕
果

的
に
は
地
口
銭
免
除
が
認
め
ら
れ
は
し
た
も
の
の
、
東
寺
が
文
明
十
年
の
「
注
文
」
作
成
の
段
階
で
、
地
口
銭
増
徴
を
も
覚
悟
し
て
い
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
地
口
銭
増
徴
を
覚
悟
し
て
ま
で
も
、
本
所
を
別
に
と
る
土
地
あ
る
い
は
旧
姓
職
し
か
持
た
な
か
っ
た
土
地
、
三
子
に
面
し
た
土

地
を
、
新
た
に
「
注
文
」
に
書
き
加
え
る
こ
と
が
な
ぜ
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
応
仁
・
文
明
の
乱
に
よ
っ
て
、
所
々
の
荘
園
が
不
知
行
化

な
い
し
大
幅
な
年
貢
の
減
額
を
き
た
し
た
た
め
、
よ
り
身
近
な
洛
中
の
所
領
を
新
た
な
経
済
基
盤
と
し
て
編
成
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
ま
た
山

城
国
に
限
れ
ば
、
文
明
三
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
畠
山
義
就
に
よ
る
半
済
が
実
施
を
み
、
そ
れ
に
対
す
る
東
寺
の
支
配
権
の
恢
復
が
緊
急
の
課

題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
洛
中
の
土
地
が
、
地
口
銭
と
、
い
う
代
償

を
支
払
っ
て
も
余
り
あ
る
経
済
的
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
逆
に
こ
れ
ら
の
土
地
が
、
実
際
に
争
奪
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

①
　
　
「
舐
園
社
日
続
録
」
第
四
、
康
応
二
年
三
月
二
十
七
日
　
室
町
幕
府
奉
行
人
飯

　
尾
為
永
馨
状
案

②
　
「
東
百
」
タ
一
七
一
二
九
、
応
永
一
一
十
年
三
月
六
日
　
室
町
幕
府
奉
行
人
松
田

　
善
通
書
状
案
、
な
お
習
事
に
つ
い
て
は
小
林
氏
前
掲
論
文
に
詳
し
い
。

③
「
策
百
」
タ
一
七
－
二
九
、
応
永
二
十
年
三
月
六
日
新
玉
津
嶋
社
胴
当
常
光

　
鐙
骨
尋
欝
状

④
　
　
「
東
百
」
ル
三
八
－
四
七
、
応
永
二
十
年
四
月
十
三
日
　
室
町
幕
府
奉
行
人
松

　
田
善
通
書
状

⑤
　
『
大
徳
寺
文
需
』
一
五
三
二

⑥
同
右
、
一
五
三
三

⑦
同
右
、
一
五
三
七

⑧
同
額
、
一
五
四
〇

⑨
　
「
緊
緊
社
記
雑
纂
」
第
㎝
、
嘉
慶
二
年
四
月
二
十
五
日
　
祇
園
御
燈
料
所
洛
中

　
敷
地
注
文

⑩
譲
①
参
照

⑪
　
　
『
蔭
涼
軒
日
録
』
文
明
十
七
年
圏
月
二
十
八
日
条

⑫
　
　
「
大
通
寺
文
書
」
文
明
十
八
年
六
月
十
二
日
　
遍
照
心
院
領
当
知
行
注
文

⑬
『
大
乗
院
寺
社
雑
審
記
』
長
禄
二
年
四
月
十
九
日
条
に
は
「
近
日
京
都
地
口
、

　
公
家
・
武
家
悉
以
可
沙
汰
墨
守
、
自
室
町
殿
御
下
知
云
々
、
於
親
王
家
モ
可
被
出

　
之
由
被
仰
云
々
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
『
蔭
涼
軒
日
録
』
同
年
五
月
二
十

　
六
臼
条
に
は
「
造
内
宮
地
口
事
、
当
年
任
上
意
致
其
沙
汰
也
、
於
後
年
可
蒙
御
免

　
除
之
歯
白
之
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
親
王
家
・
五
山
禅
院
に
お
い
て

　
は
、
一
般
に
地
口
銭
が
免
除
さ
れ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
。
な
お
、
五
山
禅
院
に

　
対
す
る
幕
府
の
保
護
に
闘
し
て
は
、
今
谷
明
琉
「
東
岡
衆
の
世
界
」
（
『
戦
国
期
の
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室
町
幕
府
』
第
｝
章
・
）
に
詳
し
い
。

⑭
東
中
境
内
に
関
し
て
は
、
仲
村
狂
恋
「
東
寺
境
内
款
冬
町
の
支
配
」
　
（
『
京
都

　
「
町
」
の
研
究
』
第
五
章
）
、
院
町
に
関
し
て
は
仲
村
氏
「
八
条
院
町
の
成
立
と
展

　
開
」
　
（
前
掲
書
記
瞬
章
）
、
川
嶋
将
生
氏
「
東
寺
領
八
条
院
町
の
構
造
と
生
活
し

　
（
日
本
史
研
究
会
史
料
研
究
部
会
編
『
中
世
の
権
力
と
昆
衆
』
所
収
）
、
巷
所
に
関

　
し
て
は
仲
村
氏
「
東
寺
領
巷
所
の
存
在
形
態
」
（
前
掲
書
第
三
章
）
、
拙
稿
「
東
寺

　
領
巷
所
－
荘
園
領
主
に
よ
る
都
市
支
配
の
一
考
察
一
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一

　
五
九
号
）
が
あ
る
。

⑯
　
「
東
百
」
ホ
一
－
二
〇
、
永
仁
三
年
七
月
二
十
九
日
　
二
階
堂
行
跡
寄
進
状

⑯
「
廿
一
口
方
評
定
引
付
」
応
永
十
三
年
六
月
十
四
B
条
（
『
大
日
本
史
料
』
七
編

　
之
八
、
四
〇
九
頁
）

⑰
　
「
東
百
」
ト
九
六
1
｛
〇
五
、
応
永
十
八
年
八
月
四
日
目
諸
仏
事
料
所
地
子
銭

　
散
用
状

⑱
「
東
百
」
メ
八
六
i
九
八
、
文
永
穴
年
四
月
二
十
四
日
梅
小
路
鳥
丸
地
所
当

　
治
定
注
文

⑲
　

「
東
菅
」
ヲ
三
三
－
三
四
、
文
明
【
十
五
年
六
月
五
日
　
東
詣
守
法
会
集
草
案

⑳
「
東
寺
文
書
」
書
一
i
六
、
永
仁
七
年
三
月
二
十
一
日
法
印
仲
厳
寄
進
状

⑳
　
「
東
百
」
ヒ
五
五
－
六
五
、
文
明
十
五
年
十
二
月
二
十
九
日
　
下
久
世
庄
宝
珠

　
庵
慈
芳
比
丘
尼
売
券
・
寄
進
状

⑫
　
『
教
王
護
國
寺
文
書
』
一
八
八
九

⑳
　
　
「
東
菅
」
メ
五
一
－
七
〇
、
明
応
六
年
七
月
二
十
四
日
　
冨
家
新
兵
衛
尉
守
清

　
屋
地
売
券
・
寄
進
状

⑭
　
同
右
、
年
月
日
未
詳
　
七
条
大
宮
量
地
指
図
・
七
条
堀
川
猪
熊
聞
屋
地
百
姓
請

　
文

⑳
⑯
　
脇
濁
氏
「
中
世
後
期
京
都
の
土
地
所
有
に
つ
い
て
」
　
（
前
掲
）

⑰
　
　
「
近
世
都
布
成
立
史
序
説
」
　
（
宝
月
圭
吾
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
社
会
経

　
済
史
研
究
　
中
量
編
』
所
収
）
四
｝
七
頁

⑱
　
　
「
東
百
」
エ
五
五
一
五
六
、
応
仁
三
年
匹
月
二
目
　
宮
内
卿
法
印
祐
識
寄
進
状

⑳
　
こ
の
半
済
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
柳
千
鶴
氏
「
室
町
幕
府
の
崩
壊
過
程
－
応

　
仁
の
乱
後
に
お
け
る
山
域
圏
の
半
済
を
中
心
に
一
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
〇
八

　
号
）
な
ら
び
に
上
島
有
氏
「
応
仁
・
文
明
の
乱
と
久
世
上
下
庄
」
（
『
京
郊
庄
園
村

　
落
の
研
究
臨
第
八
章
・
第
一
節
）
に
詳
し
い
。
た
だ
し
、
半
済
の
開
始
に
関
し
て
は

　
今
谷
明
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
（
「
増
訂
・
室
町
幕
府
倦
所
頭
人
並
山
城
守
護
補
任
沿

　
革
考
証
稿
（
下
）
」
『
京
都
市
懸
盤
さ
ん
通
信
』
七
四
）
、
す
で
に
応
仁
二
（
一
四
六

　
八
）
年
五
月
十
四
日
付
で
山
科
郷
に
対
し
て
半
済
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
事
実
が

　
あ
り
（
『
山
科
家
礼
記
晦
応
仁
二
年
六
日
μ
十
ご
一
段
条
）
、
山
城
二
国
の
支
配
権
陥
掌
杷
搬

　
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
の
勃
発
当
初
か
ら
、
義
就
方
の
一
貫
し
た
方
針
で
あ
っ
た

　
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
義
就
方
の
施
策
が
現
実
に
定
着
を
み
た
と
い

　
う
意
味
で
、
文
明
三
年
以
降
の
半
済
実
施
に
注
目
し
た
い
。

⑳
　
「
廿
一
口
方
評
定
引
付
」
文
明
三
年
八
月
十
六
日
条

⑳
同
右
、
八
月
二
十
八
罠
条

⑫
　
同
右
、
閏
八
月
八
日
条

⑳
　
柳
氏
前
掲
論
文
二
九
頁

⑭
　
「
廿
　
口
方
評
定
引
付
」
文
明
三
年
忌
八
月
二
十
九
日
条

⑳
同
右
、
十
月
十
二
日
条

⑳
　
同
月
、
十
月
十
里
芋

⑳
　
同
右
、
十
月
十
七
日
条

⑳
　
同
右
、
十
月
二
十
二
B
条

⑳
　
『
教
王
護
国
寺
文
書
絵
図
』
五
・
七

⑳
仲
村
民
「
東
寺
境
内
款
冬
町
の
支
配
」
　
（
前
掲
）

＠
柳
氏
前
掲
論
文

⑫
　
　
「
東
寺
文
書
」
楽
一
－
八
、
文
明
九
年
九
月
一
　
十
六
日
　
室
町
幕
府
奉
行
人
連

　
署
奉
書

⑬
　
「
東
寺
文
書
」
千
海
里

⑭
　
　
「
東
百
」
ワ
、
昔
一
口
方
評
定
引
付
　
文
明
十
八
年
穴
月
十
二
日
条
（
『
大
日
本

　
史
料
』
八
編
之
十
八
、
五
入
九
頁
）
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三
、
洛
中
散
在
地
に
対
す
る
支
配
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e
D
　
土
地
寄
進
の
持
つ
意
味

　
表
3
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
東
寺
は
洛
中
の
中
心
部
か
ら
は
や
や
は
ず
れ
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
数
多
く
の
土
地
を
所
有
し
て
い
た
。

菓
寺
に
よ
る
土
地
集
積
は
通
常
、
積
極
的
な
買
得
集
積
と
共
に
、
　
「
大
師
信
仰
」
に
基
づ
く
土
地
寄
進
に
よ
っ
て
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
東

寺
に
寄
せ
ら
れ
た
寄
進
状
に
は
そ
の
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
事
実
、
寄
進
さ
れ
た
土
地
か
ら
徴
収
さ
れ
た
地
子
銭
は
、
菓
寺

（
西
院
御
影
堂
・
鎮
守
八
幡
宮
）
で
営
ま
れ
る
各
種
の
法
会
の
費
用
に
宛
て
ら
れ
て
い
た
。

　
し
か
し
、
　
こ
の
よ
う
に
多
く
の
土
地
寄
進
を
、
　
は
た
し
て
「
大
師
信
仰
」
の
み
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
東
寺

に
対
し
て
寄
進
さ
れ
た
土
地
は
、
何
ら
か
の
形
で
東
寺
に
経
済
的
利
益
を
も
た
ら
し
た
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
一
筆
の

土
地
を
め
ぐ
っ
て
さ
え
も
相
論
が
惹
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
土
地
を
寄
進
す
る
側
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
土
地
寄
進
の
背
景
に

「
大
師
信
仰
」
の
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
事
実
に
し
て
も
、
土
地
の
寄
進
行
為
が
必
ず
し
も
す
べ
て
信
仰
に
基
づ
く
と
は
限
ら
な
い
。
そ
こ

で
、
土
地
寄
進
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
問
題
、
す
な
わ
ち
東
寺
に
土
地
を
寄
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
寄
進
老
が
得
る
と
こ
ろ
の
現
実
的
利
益
に

つ
い
て
具
体
的
事
例
を
通
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

⑥
宝
勝
院
僧
都
重
曹
申
五
条
町
与
室
町
間
門
頬
東
西
一
落
一
尺
南
北
十
丈
七
尺
下
地
事
、
去
年
冬
令
買
得
之
、
所
詮
、
一
期
之
後
、
可
寄
進
干
寺
家
之
間
、
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
寺
領
号
者
、
可
畏
入
之
由
、
所
望
之
問
、
披
露
之
処
，
宝
輪
有
之
敷
之
間
、
不
可
有
子
細
書
由
、
衆
議
畢
、

　
こ
の
「
廿
一
口
方
評
定
引
付
」
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
宝
中
院
重
賢
か
ら
供
僧
中
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
申
入
れ
が
あ
っ
た
。
彼
の
買
得
し
た

五
条
町
室
町
問
の
土
地
（
1
2
）
を
、
自
分
の
死
後
は
東
寺
に
寄
進
す
る
と
い
う
条
件
で
、
現
時
点
で
東
寺
領
と
称
す
る
こ
と
を
許
し
て
ほ
し
い

と
い
う
の
で
あ
る
。
供
僧
中
と
し
て
は
「
其
例
有
之
鰍
」
と
い
う
理
由
で
、
重
事
の
申
入
れ
を
承
認
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
申
入
れ
が
な
さ
れ
た
背
景
に
は
、
重
賢
が
1
2
の
土
地
を
自
己
の
所
領
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
と
、
名
目
的
に
で
は
あ
っ
て
も
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東
寺
領
と
称
す
る
こ
と
と
の
問
に
、
対
外
的
に
は
何
ら
か
の
差
異
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
重
壁
に
と
っ
て
は
、

自
己
の
所
領
を
東
寺
領
で
あ
る
と
主
張
し
た
方
が
有
利
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
土
地
は
、
応
永
十
九
年
に
作
成
さ
れ
た
「
注
文
」
F
か
ら
姿
を
見
せ
て
い
る
。
寺
領
と
号
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
結
果
が
「
注

文
」
へ
の
記
載
、
す
な
わ
ち
地
口
銭
の
免
除
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
◎
の
事
例
は
寄
進
を
条
件
と
し
て
名
目
的
に
東
寺
を
土
地
所
有

者
で
あ
る
と
主
張
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
供
僧
中
が
「
其
例
有
之
鰍
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
重
大
の
行
為
が
何
ら
特
例
で

は
な
く
、
か
な
り
広
く
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
東
寺
領
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
、
地
口
銭
免
除
と
い
う
現

実
的
利
益
を
伴
う
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
恒
常
的
関
係
に
し
ょ
う
と
す
る
行
動
は
当
然
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

㈹
讐
事
豪
御
免
禦
聖
輪
左
書
所
肇
私
鍾
嘉
之
麗
重
篤
少
分
美
嚢
捧
上
分
霜
野
不
可
吐
嚢
贈
鶉
蕪
．
藤
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へ
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被

　
之
間
、
寺
家
エ
可
進
之
、
自
今
以
後
老
、
不
可
進
之
由
被
申
請
之
間
、
披
露
之
処
、
毎
年
。
捧
上
分
老
、
先
例
也
、
当
座
被
進
計
者
、
外
聞
不
可
然
、
不
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
叶
之
由
、
可
有
返
答
之
旨
、
評
定
畢
、

　
莱
寺
が
地
口
銭
免
除
を
受
け
る
に
当
た
り
、
宝
輪
院
覚
寿
よ
り
彼
の
私
領
を
免
除
対
象
地
に
加
え
て
ほ
し
い
と
の
申
入
れ
が
あ
っ
た
。
そ
の

条
件
と
し
て
、
毎
年
地
子
上
分
を
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
代
り
に
、
今
の
時
点
で
「
地
口
野
分
」
の
三
倍
五
倍
を
納
入
し
、
そ
れ
以
降
は

納
入
せ
ず
に
済
ま
せ
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
供
僧
の
評
定
の
結
果
、
覚
寿
の
申
入
れ
は
却
下
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
毎
年
地
子
上
分
を
納

入
す
る
の
が
先
例
で
あ
っ
て
、
当
座
納
入
す
る
だ
け
で
は
外
聞
が
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
事
件
か
ら
次
の
点
が
明
ら
か
に
な
る
。
第
一
に
、
地
口
銭
免
除
に
関
し
て
は
「
寺
領
」
と
寺
僧
個
人
の
「
私
領
」
と
が
明
確
に
区
別
さ

れ
て
お
り
、
　
「
寺
領
」
の
地
口
銭
免
除
は
認
め
ら
れ
て
い
て
も
、
寺
僧
の
「
私
領
」
で
は
そ
の
納
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
、

こ
の
段
階
で
は
、
洛
中
の
土
地
を
所
有
す
る
者
に
と
っ
て
、
地
口
銭
納
入
が
過
重
な
負
担
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
第
三
に
、
毎
年
地
子
上
分
を

納
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
寺
領
」
と
号
す
る
こ
と
が
「
先
例
」
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
以
上
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
重
賢
の
申
入
れ
を

拒
否
し
た
理
由
を
「
外
聞
不
可
然
」
と
供
僧
中
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
判
断
が
重
賢
以
外
の
第
三
者
を
意
識
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
を
意
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味
す
る
。
重
賢
の
申
入
れ
自
体
は
地
口
銭
免
除
を
念
頭
に
お
い
て
な
ざ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
第
三
老
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
幕
府
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
地
子
上
分
を
納
入
し
、
対
外
的
に
東
寺
領
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
口
銭
免
除
を
受
け
る
こ
と
は
、
幕

府
も
暗
黙
の
う
ち
に
認
め
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
、
東
寺
に
納
入
す
べ
き
地
子
上
分
が
地
口
銭
よ
り
も
少
額
で
あ
っ
た
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
㈹
に
お
い
て
、
一
般
の
寄
進
と
は
異
な
り
、
地
子
銭
の
一
部
分
の
み
を
寄
進
す
る
形
態
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
史
料
で
の
用
法

髭
ぞ
「
上
分
寄
進
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
輸
・
洛
中
の
土
地
に
対
す
る
一
般
的
な
支
配
権
が
・
鎗
一
輩
で
み
た
よ
う
に
・
地
子
額
を
決
定

し
そ
れ
を
直
接
に
徴
収
す
る
権
限
、
す
な
わ
ち
領
主
的
権
限
で
表
現
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
上
分
寄
進
は
そ
れ
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
上
分
寄
進
に
つ
い
て
や
や
詳
し
く
見
る
こ
と
に
し
た
い
（
傍
点
筆
者
、
以
下
同
じ
）
。

　
　
（
端
蓑
書
）

㈹
「
神
氏
女
寄
進
状
」

　
寄
進
　
田
地
事

　
　
　
合
護
小
者
難
嚢
所

　
　
在
左
京
頼
難
羅
的
楚
鰐
灘
酊
門
内

訴
件
田
碧
神
氏
女
輩
驚
藩
儒
彼
田
地
卦
慈
轟
蕪
璽
毎
年
無
意
可
備
品
東
寺
西
院
御
髪
羅
三
昧
供
新
電
於
巷

　
所
者
、
元
来
為
東
寺
御
進
士
之
間
、
有
限
課
役
在
之
、
此
潮
溜
錐
為
一
塵
、
不
可
相
懸
別
公
事
等
、
於
下
地
者
、
領
主
神
舞
女
子
孫
永
代
相
伝
不
可
有
相
違
、

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
万
之
一
粟
此
田
地
、
就
公
私
違
乱
出
来
時
老
、
寺
家
被
致
厳
密
練
薬
汰
沙
、
令
安
堵
領
主
、
可
被
全
上
分
物
、
又
寄
絆
野
寄
進
之
由
緒
、
寺
家
不
可
被
致
非

　
分
之
沙
汰
者
也
、
若
盛
背
此
等
旨
者
、
速
悔
逆
寄
進
之
儀
、
任
地
主
意
、
可
寄
進
他
律
也
、
衡
為
永
代
亀
鏡
、
寄
進
暴
状
最
恵
、

　
　
　
　
　
　
　
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
　
徳
治
三
年
九
月
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
主
神
氏
女
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
、
、

　
こ
こ
で
神
懸
女
が
寄
進
し
た
の
は
こ
の
田
地
か
ら
上
が
る
上
分
物
一
石
の
み
で
、
そ
の
内
部
に
含
ま
れ
、
す
で
に
菓
寺
の
進
袖
下
に
あ
っ
た

巷
所
に
関
す
る
課
役
を
納
入
す
る
以
外
は
、
　
「
雛
為
一
塵
、
不
可
相
懸
別
公
事
等
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
下
地
そ
の
も
の
r
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は
神
学
女
の
子
孫
が
相
伝
す
る
と
明
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
上
分
寄
進
に
よ
っ
て
被
寄
進
者
が
得
る
こ
と
の
で
き
る

も
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
上
分
物
の
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
寄
進
状
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
上
分
寄
進
の
理
由
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
田
地
を
め
ぐ
る

相
論
が
起
こ
っ
た
場
合
に
は
、
東
寺
の
力
に
よ
っ
て
神
氏
女
な
い
し
は
そ
の
子
孫
に
対
し
て
、
こ
の
田
地
が
安
堵
さ
れ
る
よ
う
に
と
願
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
形
式
的
に
は
西
院
御
影
理
趣
三
昧
供
料
の
寄
進
と
い
う
形
態
を
と
り
な
が
ら
も
、
実
質
的
に
は
将
来
に
起
こ
り
う
る
相
論
に

備
え
る
た
め
の
寄
進
で
あ
っ
た
。
　
も
し
東
寺
が
寄
進
に
こ
と
よ
せ
て
、
　
⑥
に
記
載
さ
れ
て
い
る
上
分
物
以
上
の
収
奪
を
行
お
う
も
の
な
ら
、

「
古
製
返
寄
進
之
儀
、
任
地
主
意
、
可
寄
進
他
寺
」
と
述
べ
て
い
よ
う
に
、
東
寺
の
持
つ
権
限
は
得
分
権
－
上
分
物
一
石
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
上
分
寄
進
に
よ
っ
て
む
し
ろ
自
ら
の
土
地
所
有
権
を
土
製
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
神
氏
女
の
意
図
が
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
以

上
の
こ
と
か
ら
、
上
分
寄
進
は
あ
く
ま
で
得
分
の
一
部
を
寄
進
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
相
論
が
起
こ
っ
た
際
に
安
堵
さ
れ
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
も
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
㈹
と
同
様
の
上
分
寄
進
の
例
は
、
正
和
二
（
＝
二
一
三
）
年
五
月
に
、
観
阿
弥
陀
仏
か
ら
東
寺
西
翠
理
趣
三
昧
供
料
と
し
て
寄
進
さ
れ
た
、
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

濃
小
路
大
宮
に
あ
る
田
地
一
段
の
事
例
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
い
ま
と
り
あ
げ
た
こ
れ
ら
の
田
地
は
、
P
以
前
、
以
後
を
通
じ
て
「
注
文
」
に
姿
を
見
せ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
上

分
寄
進
に
よ
っ
て
集
積
さ
れ
た
土
地
は
「
注
文
」
に
書
き
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
と
も
、
あ
る
い
は
上
分
寄
進
が
継
続
し
に
く
い
性
格
を
持

っ
て
い
た
た
め
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
　
「
注
文
」
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
上
分
寄
進
の
事
例
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

q⊃

ｧ
申
　
敷
地
券
契
紛
失
状
事

魚
条
坊
門
町
東
北
轟
難
難
、
同
坊
門
町
墓
詣
鰻
蕪
尽

　
焉
也
、
而
上
覧
居
東
寺
供
僧
職
、
送
多
年
之
間
、
且
為
謝
大
師
之
報
恩
、

彼
両
所
敷
地
者
、
歯
式
聖
相
伝
画
地
、
数
十
年
管
領
敢
無
子
細
、
傍
所
帯
文
書
等
晒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

且
為
二
世
塵
悉
地
、
為
毎
年
三
月
廿
一
日
御
影
供
百
種
新
足
、
鯉
山
地
子
上
分
、
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永
令
寄
附
御
影
董
、
華
年
救
和
六
月
九
日
募
大
勢
乱
入
之
善
処
・
細
心
党
人
至
重
東
寺
善
書
叢
籍
雑
具
之
刻
剰
憂
欝
期
限
糞
以
下
、

於
金
蓮
院
蔽
惣
同
令
紛
失
畢
、
養
護
近
隣
云
寺
中
更
軍
楽
隠
蓑
輿
侭
当
知
径
費
懲
轡

　
　
　
　
（
以
下
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
七
条
坊
門
町
に
あ
る
ニ
長
所
の
土
地
（
2
5
・
2
6
）
は
、
永
く
東
寺
の
供
僧
職
に
あ
っ
た
真
鯛
が
数
十
年
来
管
領
し
て
い
た
。
時
期
は
定
か
で

は
な
い
が
、
真
聖
は
こ
れ
ら
の
土
地
か
ら
得
ら
れ
る
地
子
上
分
を
、
毎
年
三
月
二
十
一
日
に
行
わ
れ
る
御
影
供
の
百
種
料
足
と
し
て
御
影
堂
に

寄
進
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
寄
進
が
あ
く
ま
で
地
子
上
分
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
ω
が
書
聖
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ

の
文
中
に
「
曽
於
最
知
行
者
、
無
相
違
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
応
安
元
（
＝
三
ハ
八
）
年
八
月
に
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

れ
ら
の
土
地
は
真
聖
よ
り
甥
の
三
郎
貞
綱
に
譲
与
さ
れ
て
い
る
（
譲
状
に
は
上
分
寄
進
に
関
し
て
何
ら
記
さ
れ
て
い
な
い
）
。

　
空
気
は
⑥
で
み
た
神
氏
女
の
事
例
と
同
様
に
、
下
地
進
止
権
を
自
ら
の
手
に
保
持
し
つ
つ
、
地
子
上
分
の
寄
進
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

局
の
と
こ
ろ
、
応
永
三
十
一
（
一
四
二
四
）
年
八
月
、
権
大
僧
都
守
乗
よ
り
こ
れ
ら
の
土
地
は
再
度
御
影
堂
に
寄
進
さ
れ
、
東
寺
は
か
つ
て
真
聖

が
持
っ
て
い
た
権
限
を
す
べ
て
手
中
に
収
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
果
的
に
み
て
、
こ
れ
ら
の
土
地
は
東
寺
に
対
し
て
二
度
寄
進
さ
れ
た
こ
と

に
な
る
。
一
度
目
は
真
聖
に
よ
る
上
分
寄
進
、
二
度
目
は
守
乗
に
よ
る
下
地
進
撃
権
を
も
含
む
残
さ
れ
た
地
子
徴
収
権
の
寄
進
。
こ
の
二
度
に

わ
た
る
寄
進
は
、
地
子
銭
の
多
様
な
形
態
を
示
す
上
で
も
恰
好
な
事
例
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
経
過
を
通
し
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
東
寺
が
ま
だ
地
子
上
分
し
か
取
得
し
て
い
な
か
っ
た
段
階
で
、
こ
れ
ら

の
土
地
が
「
注
文
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
（
A
～
」
）
。
さ
き
に
㈲
の
事
例
に
お
い
て
、
地
口
銭
免
除
を
受
け
る
た
め
に
上
分
寄

進
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
真
聖
に
よ
る
上
分
寄
進
が
地
口
銭
免
除
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
は
別
と
し
て
、
上
分
寄
進

に
よ
っ
て
地
口
銭
免
除
を
受
け
た
こ
と
の
具
体
例
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。

　
「
注
文
」
へ
の
記
載
基
準
を
領
主
的
権
限
の
保
持
に
お
く
と
い
う
推
定
が
正
し
い
な
ら
ば
、
上
分
寄
進
は
領
主
的
権
限
の
形
式
的
な
委
譲
を

意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
が
形
式
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
㈹
で
み
た
よ
う
に
「
銀
緯
於
寄
進
之
由
緒
、
寺
家
不
可
致
非
分
之
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沙
汰
者
也
」
と
、
被
寄
進
者
の
行
為
を
強
く
限
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
を
通
し
て
、
寄
進
の
い
ま
一
つ
の
形
態
で
あ
る
上
分
寄
進
の
性
格
が
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
上
分
寄
進
は
、
被

寄
進
者
に
対
し
て
現
実
的
な
利
益
、
具
体
的
に
は
相
論
が
起
こ
っ
た
際
の
安
堵
、
地
口
銭
免
除
等
を
期
待
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た

だ
こ
の
上
分
寄
進
は
必
ず
し
も
永
続
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
し
く
、
q
り
で
検
討
し
た
2
5
・
2
6
の
よ
う
に
二
度
寄
進
さ
れ
た
も
の
は
別
と
し

て
、
同
じ
く
上
分
寄
進
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
4
9
は
、
間
も
な
く
「
注
文
」
か
ら
姿
を
消
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
㈹
の
田
地
を

「
注
文
」
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
も
、
同
じ
理
由
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
上
分
寄
進
の
背
景
に
は
、
洛
中
の
土
地
か
ら
の
収
益
が
増
大
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
相
論
が
起
こ
り
、
あ
る
い
は
上
級
権
力

か
ら
の
課
税
が
な
さ
れ
る
と
い
う
状
況
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
上
分
寄
進
は
、
洛
中
に
お
け
る
中
小
の
土
地
所
有
老
が
、

諸
権
門
と
の
間
に
上
分
寄
進
を
通
し
て
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
所
有
権
と
利
益
を
守
る
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。
地
口
銭
に
問
題
を
限
定
す
る
な
ら
ば
、
洛
中
の
住
民
は
地
口
銭
を
納
入
せ
ず
に
済
ま
せ
ら
れ
る
よ
う
、
種
々
の
手
段
を
講
じ
た
で
あ

ろ
う
。
上
分
寄
進
も
ま
た
そ
の
一
形
態
で
あ
り
、
東
寺
な
ら
ず
と
も
通
常
地
口
銭
免
除
を
受
け
う
る
諸
権
門
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
上
分
寄

進
が
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
㈲
　
「
百
姓
」
を
め
ぐ
る
支
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
永
徳
二
（
一
三
八
二
）
年
九
月
　
日
、
東
寺
雑
面
頼
勝
は
市
町
下
司
の
押
妨
を
訴
え
る
次
の
よ
う
な
申
状
を
作
成
し
た
。

　
　
（
端
裏
魯
）

⑧
識
匿
状
豪
奉
行
門
真
左
衛
門
麗
鱗
一
暫

　
　
東
寺
仰
案
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
東
寺
雑
掌
頼
勝
謹
雷
上

　
　
欲
早
市
町
下
司
横
取
住
宅
七
条
堀
河
等
号
下
地
興
行
薄
霞
意
加
寺
領
於
点
歯
茎
者
預
厳
密
御
沙
汰
且
被
墨
黒
熱
望
追
走
為
断
向
後
煩
被
成
下
御
教
書
散
在

　
　
寺
領
事
、
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副
進

　
　
　
｛
通
　
洛
中
散
在
寺
領
先
々
注
進
案
但
取
詮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
右
脳
散
在
地
者
、
為
当
寺
領
知
行
無
相
違
甘
地
也
、
而
号
市
町
興
行
、
下
司
銀
取
直
任
雅
意
、
加
寺
領
於
点
札
、
令
謎
責
百
姓
住
宅
之
条
、
濫
吹
次
第
也
、

　
早
預
厳
密
御
沙
汰
、
被
抜
捨
彼
点
札
、
為
向
後
、
欲
被
成
下
御
教
書
、
勿
粗
言
上
蟻
蚕
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
　
永
徳
二
年
九
月
　
日

図
　
東
寺
領
洛
中
散
在
当
知
行
敷
地
注
文

　
　
　
　
（
中
略
i
5
3
・
2
8
・
4
2
・
4
3
・
5
4
・
4
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
右
件
地
者
、
為
寺
領
敷
地
内
条
、
先
々
地
口
免
除
時
、
毎
度
注
進
詑
、
而
号
市
町
興
行
、
重
点
札
間
、
以
御
使
、
為
抜
捨
彼
点
札
、
取
詮
注
進
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
　
永
徳
二
年
九
月
　
日

こ
の
相
論
に
お
い
て
東
寺
側
が
問
題
と
し
て
い
た
の
は
、
㈹
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
土
地
に
対
し
て
、
七
条
堀
川
に
住
む
市
町
下
司
鎗
取
等
が
市

町
興
行
と
号
し
て
点
札
を
行
い
、
　
「
百
姓
」
の
住
宅
に
謎
責
を
加
え
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
点
札
・
住
屋
謎
責
は
、
一
般
に
領
主
検
断
権
の
発
動

の
最
た
る
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
市
町
下
司
は
⑧
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
土
地
に
対
し
て
、
領
主
的
権
限
を

硬
強
に
主
張
し
よ
う
と
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
市
町
側
の
こ
の
よ
う
な
動
き
に
対
す
る
東
寺
の
対
抗
手
段
が
「
注
文
」
の
同
級
で
あ
っ
た
。
　
「
注
文
」
を
提
出
す
る
こ
と
が
、
市
町
側
の
領

主
的
権
限
の
主
張
に
対
す
る
有
力
な
対
抗
手
段
で
あ
る
と
東
寺
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
、
逆
に
「
注
文
」
作
成
基
準
が
領
主
的
権
限
の
保
持

に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
加
え
て
、
東
寺
が
洛
中
散
在
地
を
「
地
口
免
除
時
、
毎
度
注
進
」
す
る
こ
と
は
、
幕
府

が
注
進
さ
れ
た
所
領
に
対
す
る
地
口
銭
を
免
除
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
東
寺
の
支
配
権
を
確
認
す
る
と
い
う
性
格
を
も
持
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
東
寺
と
市
町
と
の
相
論
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
東
寺
と
市
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晦
と
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ω
会
中
鍍
地
婆
鑛
院

　
　
一
所
七
条
坊
門
響
麟

　
　
　
口
五
丈
五
尺
　
奥
九
丈
三
尺

　
　
　
地
子
吾
五
＋
文
鶉
翅
誓
町

　
　
定
地
子
四
百
文
冬
夏
弁

　
　
一
所
　
七
条
大
宮
南
頬
中
程

　
　
　
口
一
丈
二
尺
東
奥
八
丈
一
尺

　
　
　
地
子
三
真
＋
晶
納
魏
肝

　
　
定
地
子
三
百
二
十
四
文
夏
冬
弁

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
已
上
定
地
子
弐
貫
百
八
十
六
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
　
応
永
弐
年
十
二
月
　
臼
注
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
こ
の
注
文
に
は
2
8
・
4
2
・
4
3
・
5
4
（
4
2
は
二
筆
に
分
け
ら
れ
て
い
る
）
の
土
地
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
永
徳
二
年
の
相
論

　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
際
に
提
出
さ
れ
た
⑧
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
掌
中
講
と
は
、
春
秋
二
季
に
行
わ
れ
る
伝
法
会
の
法
会
の
一
つ
で
、
市
町
地
子
と
拝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

師
庄
年
貢
が
そ
の
費
用
に
宛
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
㈲
は
、
会
中
講
料
所
の
う
ち
で
市
町
に
つ
い
て
の
み
書
き
上
げ
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
こ
で
最
初
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
七
条
坊
門
櫛
笥
の
地
（
2
8
）
に
関
し
て
は
、
地
子
銭
総
額
五
百
五
十
文
の
う
ち
、
加
地
子
百
五
十
文
は
市

町
に
支
払
わ
れ
て
お
り
、
東
寺
が
収
得
し
え
た
の
は
定
地
子
四
百
文
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
外
の
土
地
に
つ
い
て
は
加
地
子
収
得
者
が
記
さ
れ
て
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い
な
い
が
、
最
後
に
定
地
子
分
だ
け
が
計
上
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
東
寺
の
収
得
分
は
定
地
子
の
み
で
、
加
地
子
は
2
8
の
土
地
と
同
様
に

市
町
に
支
払
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ω
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
す
べ
て
の
土
地
に
関
し
て
、
　
「
百
姓
」
の
支
払
う
地
子
－

加
地
子
（
市
町
）
＋
定
地
子
（
東
寺
）
と
い
う
関
係
が
成
り
立
っ
て
お
り
、
市
町
・
東
寺
の
収
得
分
が
共
に
地
子
と
し
て
一
括
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
で
の
加
地
子
額
は
尺
別
二
・
七
～
三
文
、
平
均
二
・
九
文
と
ほ
ぼ
一
定
で
あ
る
の
に
対
し
、
定
地
子
額
は
尺
別
七

・
二
～
二
六
・
六
文
と
著
し
い
開
き
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
加
地
子
の
固
定
的
性
格
、
定
地
子
の
流
動
的
性
格
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
よ
う
。
定
地
子
の
性
格
を
流
動
的
と
言
っ
た
の
は
、
加
地
子
が
ど
の
土
地
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
一
定
の
基
準
で
徴
収
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
定
地
子
は
個
々
の
土
地
に
お
い
て
個
別
的
に
そ
の
額
が
決
定
さ
れ
た
と
推
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
地
子
銭
の
配
分
に
関
し
て
は
、

定
地
子
が
そ
の
大
半
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
地
子
額
の
決
定
方
法
と
そ
の
具
体
的
額
に
東
寺
が
圧
倒
的
優
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
、

こ
れ
ら
の
土
地
に
お
い
て
東
寺
が
「
百
姓
」
に
と
っ
て
よ
り
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
市
町
の
得
分
権
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
を
経
た
後
も
継
続
し
て
い
た
。
文
明
十
五
（
一
四
八
三
）
年
十
二
月
に
、
下
久
世
庄
宝
珠
庵
慈
芳
比
丘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

尼
に
よ
る
七
条
大
宮
猪
熊
問
の
屋
地
（
4
1
）
の
売
寄
進
に
伴
っ
て
提
出
さ
れ
た
指
出
、
な
ら
び
に
明
応
六
（
一
四
九
七
）
年
七
月
に
冨
家
新
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

尉
守
清
に
よ
る
七
条
堀
川
猪
熊
間
の
屋
地
の
売
寄
進
後
に
提
出
さ
れ
た
「
百
姓
」
請
文
の
双
方
に
お
い
て
、
尺
別
三
文
の
「
本
所
役
」
が
市
町

に
納
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
慈
芳
比
丘
尼
に
よ
る
指
手
な
ら
び
に
「
百
姓
」
請
文
が
共
に
東
寺
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
は
、

東
寺
が
こ
れ
ら
の
土
地
に
関
す
る
領
主
的
権
限
を
入
手
し
た
こ
と
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
市
町
は
「
百
姓
」
の
進
退
権
を
伴
わ
な
い
得
分
権
の
み
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
話
を
永
徳
二
年
の
相
論
に
戻
そ
う
。
こ
の
事
件
は
単
な
る
土
地
の
争
奪
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
点
札
と
「
百
姓
」
の
住
宅
に
対
す
る
謎
責

と
が
「
市
町
興
行
」
の
具
体
的
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
市
町
が
土
地
と
百
姓
に
対
す
る
直
接
的
支
配
権
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
㈲
で
み
た
市
町
一
東
寺
－
「
百
姓
」
と
い
う
重
層
的
支
配
関
係
が
こ
の
時
す
で
に
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
得
分
権
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
市
町
が
、
自
己
の
支
配
権
を
土
地
と
「
颪
姓
」
に
ま
で
拡
大
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、
こ
の
相
論
の
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原
因
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
洛
中
に
お
い
て
も
、
一
筆
の
土
地
に
関
し
て
重
層
的
支
配
関
係
が
成
立
し
て
い
る
例
は
数
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
よ

う
な
状
況
下
で
は
、
誰
が
土
地
と
「
百
姓
」
に
対
す
る
直
接
的
支
配
権
を
握
る
か
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
東
寺
が
洛
中
に
お
い
て
集
積
し
た
所
領
は
、
東
寺
が
地
子
額
を
決
定
し
そ
れ
を
直
接
に
徴
収
す
る
権
利
を

有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
散
在
所
領
に
お
い
て
地
子
銭
未
進
が
起
こ
っ
た
場
合
に
は
、
幕
府
に
訴
え
て
罪
科
に
寒
行
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
、
土
地
所
有
者
の
権
限
は
制
限
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
所
領
の
散
在
性
と
支
配
関
係

の
錯
綜
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
こ
で
最
後
に
、
　
「
百
姓
」
支
配
を
め
ぐ
る
東
寺
と
幕
府
と
の
関

係
を
、
地
口
銭
賦
課
・
徴
収
の
過
程
を
通
し
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
、
第
一
章
で
若
干
触
れ
た
延
文
五
（
＝
二
六
〇
）
年
の
地
口
銭
の
事
例
を
検
討
し
よ
う
。

GD

@
町
地
口
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
秘
計
無
拠
之
上
、
可
為
百
姓
沙
汰
之
由
、
公
方
奉
行
返
答
、
此
上
者
、
沙
汰
秘
計
可
閣
之
、
（
以
下
略
）

①
院
町
地
口
事
、

　
三
貫
文
有
沙
汰
者
、
可
閣
工
率
、
奉
行
内
々
令
上
之
間
、
可
然
之
由
治
定
、
於
新
足
者
、
切
願
地
下
役
率
由
、
同
治
定
了
、

東
寺
は
礼
銭
を
納
入
せ
ず
に
地
口
銭
免
除
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
　
「
公
方
奉
行
」
を
通
じ
て
交
渉
を
行
っ
て
い
た
が
、
奉
行
よ
り
「
百
姓
」
か

ら
徴
収
す
る
と
の
返
答
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
公
方
奉
行
自
ら
が
、
地
口
銭
納
入
に
関
し
て
「
両
為
百
姓
沙
汰
」
と
述
べ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ

る
。
地
口
銭
は
、
東
寺
に
掬
し
て
で
は
な
く
、
院
町
に
居
住
す
る
「
百
姓
」
に
対
し
て
賦
課
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
東
寺
は
、

礼
銭
を
納
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
口
銭
が
免
除
さ
れ
る
よ
う
に
願
い
出
る
こ
と
に
し
た
（
i
）
。
そ
の
結
果
、
奉
行
の
内
々
の
意
見
と
し
て
、

三
貫
文
の
納
入
を
条
件
に
催
促
を
停
止
す
る
旨
が
伝
え
ら
れ
た
。
東
寺
は
こ
れ
を
承
認
し
、
そ
の
費
用
を
地
下
、
す
な
わ
ち
「
百
姓
」
か
ら
徴

収
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
あ
る
（
一
）
。

　
こ
の
経
過
を
通
し
て
次
の
点
が
明
ら
か
に
な
る
。
ま
ず
、
地
口
銭
は
土
地
所
有
老
に
対
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
土
地
に
居
住
す
る
「
百
姓
」
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に
対
し
賦
課
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
地
口
銭
免
除
が
成
立
し
て
も
、
そ
れ
に
要
し
た
費
用
は
「
百
姓
」
に
転
嫁
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
、
以
上
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
前
者
に
つ
い
て
は
、
地
口
銭
が
賦
課
さ
れ
る
際
に
「
百
姓
役
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
例
を
こ
の
他
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
地
口
銭
を
賦
課
す
る
側
の
一
貫
し
た
方
針
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
地
口
銭
が
「
百
姓
役
」
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
東
寺
は
な
ぜ
そ
の
免
除
を
申
請
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
こ
で
地
口
銭
の
納
入
経
過
に
つ
い
て
、
や
や
詳
し
く
事
情
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
長
禄
二
（
一
四
五
八
）
年
の
造
内
富
地
口
銭
を
例
に
と

っ
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
為
造
宮
　
　
　

（
マ
、
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

㈹
。
路
中
地
口
別
町
奉
行
々
々
、
致
其
沙
汰
之
由
、
百
性
注
進
、
勿
免
除
事
可
罷
申
云
々
、

　
　
（
マ
、
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ω
地
口
在
所
々
々
注
文
、
今
日
古
墨
沙
汰
候
、
伽
進
残
惣
都
合
四
十
計
敷
、
然
者
公
方
免
許
被
申
、
大
郡
可
入
鰍
、
可
有
了
藺
披
露
了
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

㈱
地
口
於
境
内
一
向
御
免
、
於
散
在
二
千
疋
分
、
可
有
其
沙
汰
哉
、
大
略
治
定
了
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
長
禄
二
年
四
月
、
地
口
銭
徴
収
の
た
め
に
幕
別
奉
行
別
が
町
々
を
検
注
し
て
い
る
と
の
注
進
が
「
百
姓
」
か
ら
あ
っ
た
。
東
寺
は
早
速
、
地

口
銭
の
免
除
申
請
を
す
る
こ
と
に
決
定
し
（
k
）
、
四
十
潤
筆
に
わ
た
る
「
注
文
」
を
作
成
し
て
幕
府
に
提
出
し
た
（
1
）
。
と
こ
ろ
が
幕
府
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

姿
勢
は
、
大
乗
院
尋
尊
が
「
儲
口
都
京
地
口
、
公
家
・
武
家
団
扇
可
沙
汰
由
、
自
室
町
殿
御
下
知
云
々
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
東
寺
の
予

想
外
に
強
硬
で
、
境
内
分
の
地
口
銭
が
免
除
さ
れ
た
だ
け
で
そ
れ
以
外
の
洛
中
散
在
地
に
つ
い
て
は
免
除
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
東
寺
は
、

洛
中
散
在
地
分
の
地
口
銭
と
し
て
二
千
疋
を
納
入
す
る
こ
と
を
、
供
僧
の
評
議
に
よ
っ
て
決
定
し
た
の
で
あ
る
（
m
）
。

　
こ
の
経
過
を
通
し
て
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
は
、
東
寺
は
「
百
姓
」
か
ら
注
進
が
あ
る
ま
で
は
、
地
口
銭
が

徴
収
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
口
銭
の
徴
収
が
東
寺
を
通
し
て
で
は
な
く
、
百
姓
か
ら
直
接
に

な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
第
二
は
、
地
口
銭
の
免
除
申
請
が
却
下
さ
れ
た
時
点
で
、
東
寺
は
請
負
い
に
よ
っ
て
そ
の
納
入
を
行

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
地
口
銭
の
請
負
い
は
、
東
等
が
一
貫
し
て
と
っ
た
納
入
方
法
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
康
正
二
（
一
四
五
六
）
年
の
造
内
裏
地

口
銭
の
場
合
は
五
千
疋
を
納
入
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
し
（
第
一
章
参
照
）
、
ま
た
寛
正
五
（
一
四
六
四
）
年
の
伊
勢
造
営
地
口
銭
の
場
合
で
も
、
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洛中の土地支配と地期銭（馬田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

康
正
二
年
の
事
例
に
基
づ
い
て
納
入
す
る
こ
と
を
幕
府
に
申
入
れ
て
い
る
。
請
負
い
に
よ
る
地
口
銭
の
納
入
は
、
東
寺
に
の
み
限
ら
れ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
器
量
の
地
口
銭
に
関
し
て
、
五
山
禅
院
で
は
二
十
貫
文
、
諸
塔
頭
で
は
三
貫
文
の
納
入
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
地
口
銭
の
請
負
い
は
、
一
般
に
地
口
銭
免
除
を
受
け
て
き
た
諸
領
主
に
関
し
て
と
ら
れ
た
納
入
方
法
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

こ
で
、
　
「
百
姓
」
は
幕
府
権
力
と
の
対
決
の
点
で
、
幕
府
に
直
接
徴
収
さ
れ
る
よ
り
も
、
請
負
い
に
よ
る
地
口
銭
納
入
の
方
を
支
持
し
た
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
荘
園
領
主
も
「
百
姓
」
支
配
の
点
で
、
地
口
銭
の
請
負
い
を
強
く
望
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
に
関
連
し
て
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
文
明
三
年
の
畠
山
義
就
に
よ
る
半
済
の
納
入
方
法
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
義
就
方
は
、
本
所
・

名
主
・
百
姓
職
、
加
地
子
足
を
こ
と
ご
と
く
、
し
か
も
直
接
に
収
奪
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
東
寺
側
は
、
本
所
分
の
み
を
そ
の

対
象
と
し
、
か
つ
寺
家
と
し
て
取
立
て
進
課
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
義
就
方
と
東
寺
と
の
交
渉
が
決
裂
し
た
時
、
東
寺
は
名
主
分
を
犠
牲

に
し
て
も
、
義
就
方
が
直
接
に
収
奪
す
る
こ
と
を
防
ご
う
と
し
た
。
両
者
の
関
心
は
、
共
に
「
百
姓
」
を
直
接
に
把
握
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

　
事
情
は
地
口
銭
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
東
寺
の
請
負
い
に
よ
る
地
口
銭
納
入
は
、
　
「
百
姓
」
の
支
持
を
背
景

と
し
つ
つ
も
、
幕
府
が
「
百
姓
」
か
ら
直
接
に
徴
収
す
る
こ
と
を
拒
否
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
洛
中
に
土
地
を
所
有
す
る
諸
荘
園
領
主
は
、
種
々
の
中
間
搾
取
を
排
除
し
て
、
　
「
百
姓
」
の
生
み
出
し
た
剰
余
を
少
し
で
も
多
く
収
奪
し
よ

う
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
幕
府
に
と
っ
て
、
　
「
百
姓
」
の
直
接
把
握
は
都
市
支
配
の
新
た
な
段
階
へ
の
志
向
性
を
示
す
も
の
と
見
る
こ
と
が

可
能
で
あ
ろ
う
。
　
「
百
姓
」
は
幕
府
と
荘
園
領
主
の
支
配
の
結
接
点
に
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

＠＠＠＠o

「
廿
一
口
方
評
定
引
付
」
応
永
十
九
年
正
月
十
八
日
条

「
東
百
」
ち
＝
、
廿
一
口
方
評
定
引
付
　
永
享
九
年
九
月
十
七
研
条

『
教
王
護
国
寺
文
書
』
六
三
五

「
東
百
」
マ
ニ
一
一
二
八

「
東
百
」
ヰ
ニ
八
一
三
五
、
正
和
二
年
五
月
二
十
一
日
越
沙
弥
世
阿
弥
陀
仏
田

　
地
寄
進
状
案
、
　
「
東
百
」
ヰ
一
－
一
五
、
同
日
　
権
大
僧
都
教
厳
契
同
案

⑥
　
　
「
東
百
」
イ
ニ
五
一
四
五
、
文
和
三
年
七
月
目
法
印
烏
口
敷
地
印
契
紛
失
状

⑦
「
束
百
」
ロ
～
一
二
九
、
応
安
元
年
八
月
十
八
日
法
印
真
聖
私
領
地
譲
状

⑧
「
束
管
」
あ
三
八
－
五
六
、
応
永
三
十
一
年
八
月
二
十
二
日
男
大
僧
都
守
乗

　
私
領
地
害
進
状
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⑨
　
こ
の
市
町
は
、
平
安
京
の
条
坊
内
に
設
定
さ
れ
た
内
町
・
外
町
あ
わ
せ
て
十
二

　
町
か
ら
な
る
市
町
が
所
領
と
し
て
編
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑩
⑪
　
「
東
百
」
ル
一
1
八

⑫
　
　
コ
三
百
」
タ
一
七
一
二
九

⑬
鎌
倉
末
期
と
推
定
さ
れ
て
い
る
会
中
歯
料
足
注
文
（
「
東
百
」
ヘ
ニ
三
九
）
に
も
、

　
4
2
の
土
地
は
「
七
条
大
宮
東
家
・
西
家
」
と
こ
筆
に
分
け
て
記
さ
れ
て
い
る
。

⑭
㈲
か
ら
洩
れ
た
こ
筆
の
土
地
4
0
・
5
3
の
う
ち
、
4
0
は
不
明
で
あ
る
が
、
5
3
は
十

　
二
月
四
日
仏
華
料
所
と
な
っ
て
い
る
（
東
寺
法
会
集
草
案
）
。

⑮
応
永
三
年
三
月
二
十
一
日
付
宝
臨
権
大
僧
都
良
宝
田
地
蒔
進
状
（
「
東
百
」
力
二

　
〇
1
二
八
）
に
は
、
　
「
伝
法
会
会
中
口
＃
光
諭
阿
閣
梨
追
善
論
義
要
脚
」
と
し
て

　
寄
進
す
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

⑯
「
東
百
」
ヲ
三
三
1
三
四
、
東
寺
法
会
集
草
案

⑰
『
教
王
護
国
寺
文
書
』
一
八
八
九

⑱
　
　
コ
果
百
」
　
メ
五
一
－
七
〇
、
明
応
六
年
十
・
一
日
錨
二
日
［
　
七
条
堀
川
燦
頒
能
盟
神
」
屋
酬
地

　
百
姓
請
文

⑲
さ
き
に
み
た
上
分
寄
進
に
よ
る
上
分
取
得
権
と
、
市
町
に
見
ら
れ
る
加
地
子
は
、

　
地
子
銭
か
ら
分
割
ざ
れ
た
得
分
権
で
あ
る
と
こ
ろ
に
共
通
点
が
あ
る
。
両
者
の
関

　
連
は
い
ま
一
つ
明
ら
に
な
ら
な
い
が
、
そ
の
発
生
事
情
は
異
な
っ
た
も
の
と
思
わ

　
れ
る
。

⑳
市
町
の
持
つ
得
分
権
は
、
そ
れ
が
「
公
領
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の

　
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
西
京
公
領
内
鶴
縫
九
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
羅
等

　
薄
恥
・
西
市
ハ
本
来
公
領
也
、
曼
二
院
寄
附
之
後
、
又
公
領
二
相
返
テ
、
後
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

　
慾
不
裏
思
郎
賢
門
院
へ
被
附
…
与
広
州
、
（
以
〃
卜
略
）

　
こ
の
文
書
（
「
宝
鏡
寺
文
書
」
）
に
よ
る
と
、
公
領
で
あ
っ
た
市
町
は
一
旦
愛
駝
羅

寺
に
寄
附
さ
れ
、
の
ち
再
び
公
領
と
し
て
後
光
厳
天
皇
の
後
宮
で
あ
る
崇
賢
門
院

　
に
付
与
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
永
和
三
（
一
三
七
七
）
年
に
、
凸
型
門

　
院
か
ら
葱
聖
書
初
祖
文
墨
に
譲
与
さ
れ
た
（
「
宝
鏡
寺
文
書
」
年
月
日
未
詳
恵
聖

　
院
雑
歌
申
状
案
）
。
し
た
が
っ
て
永
徳
二
年
の
相
論
は
、
東
寺
と
恵
醗
院
と
の
問

　
に
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑳
　
脇
田
氏
前
掲
論
文

⑫
　
　
「
東
百
」
ム
、
学
衆
方
評
定
引
付
　
延
文
六
年
二
月
二
十
六
二
条

⑳
同
右
、
四
月
十
九
日
条

⑭
　
応
永
三
十
二
年
十
一
月
九
日
付
室
町
幕
府
御
教
書
案
（
「
東
寺
文
書
」
射
一
一

　
二
）
、
正
長
二
年
四
月
十
九
日
付
室
町
幕
府
御
教
書
案
（
「
室
町
家
成
敗
寺
社
御
教

　
書
」
）

　
　
　
　
　
　
く
、

＠＠＠＠＠＠＠＠

「
東
百
」
　
　
廿
一
口
方
評
定
引
付
　
長
禄
二
年
四
月
十
三
日
照

同
右
、
四
月
十
九
日
条

同
右
、
五
月
二
十
九
日
条

「
東
百
」
タ
一
一
一
六
、
東
寺
領
猪
熊
大
宮
間
地
口
注
文

『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
長
禄
二
年
四
月
十
九
日
条

第
一
絵
事
⑳
参
照

『
蔭
涼
軒
日
録
』
長
禄
一
一
年
四
月
二
十
八
日
条

柳
氏
前
掲
論
文
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お
　
わ
　
り
　
に

本
稿
は
荘
園
領
主
に
納
入
す
べ
き
地
子
銭
と
、
幕
府
に
納
入
す
べ
き
地
口
銭
と
を
区
別
し
た
上
で
、
地
口
銭
の
賦
課
．
蔵
書
方
法
の
追
求
を



洛中の土地支配と地口銭（馬田）

通
し
て
、
幕
府
・
荘
園
領
主
に
よ
る
洛
中
の
土
地
支
配
、
さ
ら
に
そ
れ
を
媒
介
と
す
る
「
百
姓
」
支
配
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
て
き
た
。

　
洛
中
の
土
地
は
本
来
、
貴
族
官
人
層
の
居
住
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
何
ら
経
済
的
価
値
を
持
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
洛
中
に
お
け
る
商
工
業
の
発
達
は
、
洛
中
の
土
地
を
し
て
経
済
的
翠
雲
を
生
み
出
す
客
体
に
転
化
さ
せ
た
。
こ
の
調
余
の
集
中
を

通
じ
て
「
百
姓
」
は
分
癬
を
示
し
、
同
時
に
そ
れ
に
注
目
し
た
荘
園
領
主
は
洛
中
の
土
地
集
積
を
開
始
し
た
。
室
町
幕
府
に
よ
っ
て
体
制
的
確

立
を
み
た
地
口
銭
は
、
こ
の
よ
う
な
剃
余
を
権
力
に
よ
っ
て
上
か
ら
吸
収
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
当
初
か
ら
「
百
姓

役
」
と
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
商
工
業
を
営
ん
で
い
る
「
百
姓
」
か
ら
幕
府
が
直
接
に
収
奪
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
地
口
銭
は
、
そ
れ
を
支
払
う
「
百
姓
」
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
、
洛
中
の
土
地
を
経
済
基
盤
の
一
つ
と
す
る
荘
園
領
主
に
と
っ
て
も
好
ま
し

か
ら
ぬ
存
在
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
地
口
銭
免
除
を
受
け
る
と
い
う
点
に
関
し
て
、
荘
園
領
主
と
「
百
姓
」
の
利
害
は
一
致
し
て
い
た
。

も
ち
ろ
ん
中
世
都
市
に
お
け
る
基
本
的
矛
盾
は
、
地
子
銭
を
媒
介
と
し
た
土
地
貸
借
関
係
に
み
ら
れ
る
、
荘
園
領
主
と
「
百
姓
」
の
間
に
設
定

す
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
荘
園
領
主
と
「
百
姓
」
と
の
一
致
は
、
あ
く
ま
で
地
口
銭
免
除
と
い
う
局
面
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
み
る
な
ら
ば
、
地
口
銭
免
除
を
受
け
る
た
め
に
荘
園
領
主
が
作
成
し
、
幕
府
に
提
出
し
た
洛
中
散
在
敷
地
注
文
は
、
幕
府
・
荘
園
領

主
・
「
百
姓
」
を
め
ぐ
る
政
治
情
勢
を
反
映
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
そ
の
性
格
は
、
決
し
て
固
定
的
な
も

の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
洛
中
散
在
敷
地
注
文
は
、
康
正
二
年
以
前
の
段
階
で
は
、
確
か
に
地
口
銭
免
除
を
受
け
る
手
段
と
し
て
有
効
に
機
能
し
た
。
地
口
銭
免
除
を

受
け
る
た
め
に
上
分
寄
進
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
、
そ
の
例
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
中
小
の
土
地
所
有
者
が
、
幕
府
権
力
と
直
接
に
対
決

す
る
こ
と
を
避
け
、
荘
園
領
主
の
庇
護
の
も
と
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
土
地
所
有
権
と
利
益
を
守
ろ
う
と
す
る
行
動
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
康
正
二
年
・
長
禄
二
年
の
地
口
銭
が
厳
し
い
徴
収
を
み
て
か
ら
以
降
は
、
荘
園
領
主
の
所
領
た
り
と
い
え
ど
も
、
必
ず
し

も
地
P
銭
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
新
た
に
地
口
銭
の
納
入
方
法
が
問
題
と
な
る
。
幕
府
の
姿
勢
は
あ
く
ま
で
地

口
銭
を
「
百
姓
役
」
と
し
て
、
直
接
に
「
百
姓
」
か
ら
徴
収
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
荘
園
領
主
は
、
地
口
銭
免
除
が
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認
め
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
次
の
手
段
と
し
て
請
負
い
に
よ
る
地
口
銭
の
納
入
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
　
「
百
姓
」
の
意
志
を
反
映
し
っ

っ
も
、
幕
府
に
よ
る
「
百
姓
」
の
直
接
把
握
を
荘
園
領
主
が
回
避
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
土
地
所
有
を
媒
介
と
し
て
、

「
百
姓
」
の
生
み
出
し
た
剰
余
を
地
子
銭
と
い
う
形
で
収
奪
し
て
い
た
荘
園
領
主
に
と
っ
て
も
、
　
「
百
姓
」
支
配
の
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
中
世
都
市
京
都
の
持
つ
機
能
を
考
え
る
た
め
に
は
地
子
銭
・
地
口
銭
の
分
析
は
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
成
立
の
経
過
は

い
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
は
じ
め
に
述
べ
た
幕
府
に
よ
る
都
市
支
配
と
の
関
連
で
言
え
ば
、

地
口
銭
は
座
的
結
合
を
媒
介
と
し
た
都
市
支
配
と
は
異
な
っ
た
役
割
を
荷
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、

康
正
二
年
に
お
け
る
地
口
銭
の
変
質
が
、
幕
府
に
よ
る
全
国
支
配
の
中
で
持
つ
意
味
と
も
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
具
体
化
の
作
業
は

あ
わ
せ
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
澱
H
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付
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11．
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書
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興
宿
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記
文
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7．
29条

，
金
蓬
寺
文
書
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4．
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東
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執
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東
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東
寺
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4．
6条
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記

永
禄

王
0．
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（
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東
寺
執
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記
永
禄
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4．
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寺
執
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東
寺
執
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東
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東
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容
欄
に
地
口
銭
と

の
み

記
し

た
も

の
は

，
賦

課
目

的
の

未
詳

の
も

の
で
あ
る
。

　
　

2．
東

百
は

東
寺

百
合

文
書

，
白

河
本

は
白

河
本

東
寺

百
合

古
文

書
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教
王

は
教

王
護

国
寺

文
書

の
略

称
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あ
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。

　
　

3．
東

寺
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幕
府

の
許

可
を

得
て

自
領

に
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し
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あ
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2．
こ

の
文

書
は
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徳
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日
付

の
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，
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徳
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年

12月
日
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訂
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し
た
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あ

る
。

し
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に
寄
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さ
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51・

52）
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後
日

　
　

　
新

加
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う
形

で
追

誕
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れ
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い
る
こ
と

　
　

　
か
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全
体

と
し
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，
永

徳
2年

4月
段
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状
況
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し
て
い
る
も
の
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3．

熊
野
那
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別
銭
免
除

の
た

め

　
　
　
に
作
成
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れ
た
も
の
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あ
る
。
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翻
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樋
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角
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角
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仏
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八
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八
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熊
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熊
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猪
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The　Hungarian　Uprising　and　the　Communist

　　　　　　　　　　Party　of　Great　Britain

　　　　　by

Jiro　Tomioka

　　The　Twentieth　Congress　of　the　Communist　Party　of　Soviet　Unio11
　　　　　　　　　　ヨ
alld　the　Huk’、garian　Uprising　of　1956　were　the　most　importallt　events　in

the　history　of　the　intemational　communi忌t　movement．

　　This　article　analyses　the　impact　of　these　two　events　on　the　soeialist

and　communist　movement　in　Britain．　On　one　hand　the　colnmunist　in－

tellectuals　suggested　the　fundamental　criticism　of　the　Soviet　cornmunism

and　supported　Hungar圭an　people’s　resistance　against　the圭nvasion　of

the　Sov圭et　army．　On　the　other　the　leadership　of　CPGB　supported

the　Soviet　intervention　in　Hungary　and　did　llot　attel：npt　to　reform　the

institution　and　po玉icy　of　CPGB．　Most　communist　intellectuals　and　sorne

Ieaders　of　trade　unions　in　Britain　left　the　party．　The　inflexibility　of　the

leadersh圭p　invited　the　greatest　cr圭sis　of　CPGB，

Ziguchisen地口銭and　The　Landowning　in　Rα々％6肱洛中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ayako　Umata

　　In　the　documents　since　the　Nanbokuch6　age　we　occasionally　find　the

accounts　of‘Ziguchisen’　which　is　a　tax　imposed　in　1？aleuchit．　Here　we

are　through　the　inquiry　into　the　process　of　its　collection　to　clarify　the

following　problems　：　how　the　Bal〈ufu　and　the　｝anclowners　managed　their

lanrJs，　and　through　this　how　they　ruled　the　city　inhabitants　called

Uyakusho”百姓．

　Ziguchisen　was　collected　from　Hyaleush6　living　in　Rafeucht”t．　For　that

reason　there　was　to　be　the　agreement　of　interests　in　its　exemption

between　the　landowners　who　accumulated　the　lancls　in　Raleuchz2　and

Hyaleush6　living　there．　The　landowners，　as　a　rule，　should　be　privileged

from　Ziguchisen　by　putting　the　return　of　possession　Raleuchde－SanNcra・isJzo；一

肋腕・C履翅。％洛中散在敷地注文to　the　Bakufu．　But　in　1456　and　1458　at

the　Bakufu’　s　rejection　of　tliis　privilege　they　insistecl　on　levying　it　for
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themselves　in　order　to　sliirk’the　direct．　collection　by　the　Bakufu．　The

landowners　intended　thereafter，　especially　after　the　war　of　Onin－Buninel，

more　eagerly　to　put　their　Hyakush6　under　the　stronger　control　from

viexvpoint　of　restorlng　the　landowniRgsystem　ln　Rakuchfi．

The　Punitive　Expedition，　1916－19i7：　The　Mexican

　　　　　　　　Revolution　and　the　United　States

by

Yoshio　Aoki

　　The　Mexican－United　States　relations　have　played　a　determinant　role，

useful　or　detrimental，　in　the　Mey．　ican　economic　development　ever　since

the　late　19th　century．　IB　Mexico，　where　the　modern　capitalism　devel－

oped　rather　dependently　during　the　Porfirian　era，　the　anti－American

nationalism　was　exalted　very　higli　by　the　Revolution　of　1910．　This

revolution　is　the　first　and　real　challenge　of　Latin　America　against　the

United　States　hegemony　in　the　western　hemisphere．　Especially，　the

Carranza　government，　under　the　military　intervention　of　the　Punitive

Expedition，　tried　to　enforce　a　new　foreign－capital　policy　toward　the

export　industries　and　the　banl〈ing　system，　and　at　the　same　time　to

strengthen　the　self－sufficiency　in　funds　and　munitions．　On　the　other

hand，　the　Wllson　government　did　not　want　to　change　radically　the

inequality　between　the　developed　nations　and　the　backwardness，　though

it　intended　to　’ モ盾獅唐狽窒浮モ煤@a　wor！d　order　of　liberal　capitallsm　by　abolisliing

the　traditional　imperialism．　lt　will　be　examined　in　this　article　how

paradoxically　the　First　World　War　infiuenced　on　’　the　Mexican　revolu－

t1onary　nationalisin　and　the　Punitive　Expedition．
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